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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体領域と、前記半導体領域表面に形成されたコンタクトホールを有する絶縁膜と、
前記コンタクトホールを介して前記半導体領域に接する導電層を有し、
　前記絶縁膜は、塗布法を用いて形成され、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成さ
れる絶縁膜であり、
　前記絶縁膜及び前記導電層の間に、窒素化合物で形成される層を有し、
　前記導電層は、窒素元素の含有量が７ａｔｏｍｉｃ％以上４４ａｔｏｍｉｃ％未満であ
り、前記導電層の抵抗率は１００μΩｃｍ以上２５０μΩｃｍ未満であり、且つ前記半導
体領域と前記導電層とのコンタクト抵抗が１０００Ω以上３０００Ω未満であることを特
徴とする半導体装置。
【請求項２】
　半導体領域と、前記半導体領域表面に形成されたコンタクトホールを有する絶縁膜と、
前記コンタクトホールを介して前記半導体領域に接続する導電層を有し、
　前記絶縁膜は、塗布法を用いて形成され、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成さ
れる絶縁膜であり、
　前記絶縁膜及び前記導電層の間に、窒素化合物で形成される層を有し、
　前記導電層は、窒素元素の含有量が７ａｔｏｍｉｃ％以上４４ａｔｏｍｉｃ％未満であ
り、前記導電層の抵抗率は、１００μΩｃｍ以上２５０μΩｃｍ未満であり、且つ前記半
導体領域と前記導電層との接触抵抗率が７．１×１０－５Ω・ｃｍ２以上２．１×１０－
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４Ω・ｃｍ２未満であることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記導電層は、窒素元素を含有するチタン、モリブデン、タングステン、又はタンタル
であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２において、
　前記導電層は、流量比が９：１～４：６の希ガスと窒素とをスパッタリングガスとし、
チタンをターゲットとしてスパッタリング法により形成されていることを特徴とする半導
体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記導電層は、膜厚方向に対して窒素の濃度勾配を有することを特徴とする半導体装置
。
【請求項６】
　請求項５において、前記濃度勾配は、前記半導体領域側において前記窒素の濃度が低い
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項において、前記導電層は、窒素元素の濃度の異な
る導電層が積層されて構成されることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項において、前記窒素化合物で形成される層は、窒化チタ
ン、窒化モリブデン、窒化タングステン、又は窒化タンタルであることを特徴とする半導
体装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記導電層上に、アルミニウム、タングステン、銅、金、銀から選ばれた元素、または
これらの元素を主成分とする合金材料で形成される導電層と、チタン、モリブデン、タン
グステン、タンタルから選ばれた元素、又はこれらの元素で形成される化合物で形成され
る導電層とが積層して形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、前記絶縁膜は、平坦性を有することを
特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一項において、前記絶縁膜は、下記構造式（１）で
示される繰り返し単位を有することを特徴とする半導体装置。
【化１】

（式中、Ｒ１及びＲ２はそれぞれ独立して、水素原子、ハロゲン、アルキル基、又はフェ
ニル基、を示す。）
【請求項１２】
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　請求項１乃至請求項１１のいずれか一項において、
　前記絶縁膜はスピンコート法により形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一項において、前記絶縁膜は、シロキサンポリマー
を用いて形成することを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　半導体領域上にシロキサンポリマーを含有する塗布材料を塗布し焼成して、シリコンと
酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜上に、窒素化合物で形成される導電膜を成膜し、
　前記窒素化合物で形成される導電膜及び前記絶縁膜の一部をエッチングして、前記半導
体領域の一部を露出し、
　前記露出された半導体領域及び前記窒素化合物で形成される導電膜上に、流量比が９：
１～４：６の希ガスと窒素とをスパッタリングガスとしてスパッタリング法により窒素を
含む導電膜を前記絶縁膜に接して形成し、
　前記窒素を含む導電膜の一部をエッチングして配線を形成し、
　前記窒素を含む導電膜は、窒素元素の含有量が７ａｔｏｍｉｃ％以上４４ａｔｏｍｉｃ
％未満であり、前記窒素を含む導電膜の抵抗率は１００μΩｃｍ以上２５０μΩｃｍ未満
であり、且つ前記半導体領域と前記窒素を含む導電膜とのコンタクト抵抗が１０００Ω以
上３０００Ω未満であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１５】
　半導体領域上にシロキサンポリマーを含有する塗布材料を塗布し焼成して、シリコンと
酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜上に、窒素化合物で形成される導電膜を成膜し、
　前記窒素化合物で形成される導電膜及び前記絶縁膜の一部をエッチングして、前記半導
体領域の一部を露出し、
　前記露出された半導体領域及び前記窒素化合物で形成される導電膜上に、流量比が９：
１～４：６の希ガスと窒素とをスパッタリングガスとしてスパッタリング法により窒素を
含む導電膜を前記絶縁膜に接して形成し、
　前記窒素を含む導電膜の一部をエッチングして配線を形成し、
　前記窒素を含む導電膜は、窒素元素の含有量が７ａｔｏｍｉｃ％以上４４ａｔｏｍｉｃ
％未満であり、前記窒素を含む導電膜の抵抗率は１００μΩｃｍ以上２５０μΩｃｍ未満
であり、且つ前記半導体領域と前記窒素を含む導電膜との接触抵抗率が７．１×１０－５

Ω・ｃｍ２以上２．１×１０－４Ω・ｃｍ２未満であることを特徴とする半導体装置の作
製方法。
【請求項１６】
　請求項１４又は請求項１５において、
　前記窒素を含む導電膜上に当該窒素を含む導電膜より低抵抗材料で形成される第１の導
電膜及び前記第１の導電膜への元素の拡散を抑制する第２の導電膜を成膜したのち、前記
窒素を含む導電膜、前記第１の導電膜、及び前記第２の導電膜の一部をエッチングして配
線を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１７】
　請求項１６において、
　前記窒素を含む導電膜上に、当該窒素を含む導電膜への元素の拡散を抑制する第３の導
電膜を形成した後、前記第１の導電膜及び前記第２の導電膜を成膜し、前記窒素を含む導
電膜、前記第３の導電膜、前記第１の導電膜、及び前記第２の導電膜の一部をエッチング
して配線を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体素子が形成される配線基板、またその半導体素子で構成された回路を有
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する半導体装置およびそれらの作製方法に関する。また、液晶表示パネルに代表される電
気光学装置や有機発光素子を有する発光表示装置を部品として搭載した電子機器に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　　近年、半導体素子の一つとして絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚
さ数～数百ｎｍ程度）を用いて薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を構成する技術が注目されて
いる。薄膜トランジスタはＩＣや電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特
に画像表示装置のスイッチング素子として開発が急がれている。
【０００３】
　また、画像表示装置において、高品位な画像を得るために、画素電極をマトリクス状に
配置し、画素電極の各々に接続するスイッチング素子としてＴＦＴを用いたアクティブマ
トリクス型液晶表示装置や、アクティブマトリクス型発光装置が注目を集めている。
【０００４】
　このようなアクティブマトリクス型の表示装置の用途は広がっており、画面サイズの大
面積化とともに高精細化や高開口率化や高信頼性の要求が高まっている。
【０００５】
　液晶表示装置に搭載される液晶モジュールには、機能ブロックごとに画像表示を行う画
素部や、ＣＭＯＳ回路を基本としたシフトレジスタ回路、レベルシフタ回路、バッファ回
路、サンプリング回路などの画素部を制御するための駆動回路が一枚の基板上に形成され
る。
【０００６】
　また、液晶モジュールの画素部には、数十から数百万個の各画素にＴＦＴ（画素ＴＦＴ
）が配置され、その画素ＴＦＴのそれぞれには画素電極が設けられている。液晶を挟んだ
対向基板側には対向電極が設けられており、液晶を誘電体とした一種のコンデンサを形成
している。そして、各画素に印加する電圧をＴＦＴのスイッチング機能により制御して、
このコンデンサへの電荷を制御することで液晶を駆動し、透過光量を制御して画像を表示
する仕組みになっている。
【０００７】
　液晶表示装置において、凹凸を有している層間絶縁膜上に画素電極を形成した場合、層
間絶縁膜の凹凸に沿って画素電極表面にも凹凸が形成されてしまう。この凹凸部が液晶の
配向不良を引き起こす恐れがあった。
【０００８】
　一方、自発光型の発光素子としてＥＬ素子を有した発光装置の研究が活発化している。
この発光装置は有機ＥＬディスプレイ、又は有機発光ダイオードとも呼ばれている。これ
らの発光装置は、動画表示に適した速い応答速度、低電圧、低消費電力駆動などの特徴を
有しているため、新世代の携帯電話や携帯情報端末（ＰＤＡ）をはじめ、次世代ディスプ
レイとして大きく注目されている。
【０００９】
　また、発光素子及びそれで構成される発光装置においても、同様に、凹凸を有している
層間絶縁膜上に陽極（または陰極）を形成した場合、発光物質を含む層が薄いため、陽極
と陰極との間でショートが生じる恐れがあった。
【００１０】
　このように、平坦化のために設ける層間絶縁膜としては、絶縁性が高く、且つ、平坦化
率の高いものが要求されている。こうした層間絶縁膜の形成方法としては、ＣＶＤ法や蒸
着法よりもスピンコート法で代表される塗布法を用いることが好ましい（特許文献１参照
。）。
【００１１】
　塗布法によって形成される層間絶縁膜の材料としては、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）
との結合で骨格構造が構成され、置換基に少なくとも水素を含む材料が挙げられる。また
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、置換基にフッ素、アルキル基、または芳香族炭化水素のうち少なくとも１種を有する材
料が挙げられる。これらの原料の代表例としては、シロキサン系ポリマーがある。
【特許文献１】特開２０００－２４３８３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、塗布法を用いて形成するシリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格
構造が構成される層間絶縁膜にコンタクトホールを開口し、配線を形成する場合、層間絶
縁層に接してチタンのような金属元素膜を成膜すると、この膜がはがれるという問題点が
あった。
【００１３】
　シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜に、チタン窒化
物のような窒素化合物で形成される膜を成膜したのち金属元素膜を成膜すると、上記のよ
うな膜はがれの問題は解決するが、ＴＦＴの半導体領域とのコンタクト部での抵抗が高ま
りオーミックコンタクトができないという問題があった。
【００１４】
　本発明では、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成され平坦性を有
する絶縁膜と、密着性が高く、かつ低抵抗を有する配線基板の構造及びその作製方法を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一は、半導体領域と、前記半導体領域表面に形成されたコンタクトホールを有
する絶縁膜と、前記コンタクトホールを介して前記半導体領域に接する導電層とを有し、
前記絶縁膜は、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成される絶縁膜であり、前記導電
層は、窒素元素の組成比が７atomic%以上４４atomic%未満であることを特徴とする配線基
板である。
【００１６】
　　また、本発明の一は、半導体領域と、前記半導体領域表面に形成されたコンタクトホ
ールを有する絶縁膜と、前記コンタクトホールを介して前記半導体領域に接する導電層を
有し、前記絶縁膜は、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成される絶縁膜であり、前
記導電層の抵抗率は１００μΩcm以上２５０μΩcm未満であり、且つ前記半導体領域と前
記導電層とのコンタクト抵抗が１０００Ω以上３０００Ω未満であることを特徴とする配
線基板である。
【００１７】
　　また、本発明の一は、半導体層と、前記半導体表面に形成されたコンタクトホールを
有する絶縁膜と、前記コンタクトホールを介して前記半導体領域に接続する導電層を有し
、前記絶縁膜は、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成される絶縁膜であり、前記導
電層の抵抗率は、１００μΩcm以上２５０μΩcm未満であり、且つ前記半導体領域と前記
導電層との接触抵抗率が７．１×１０-5Ω・ｃｍ2以上２．１×１０-4Ω・ｃｍ2未満の窒
素元素を含む導電膜が形成されていることを特徴とする配線基板である。
【００１８】
　　また、本発明の一は、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜と
密着性を有し、且つ半導体領域とオーミックコンタクトする濃度の窒素元素を含む導電膜
が、前記絶縁膜及び半導体領域に接して形成されていることを特徴とする配線基板である
。
【００１９】
　　また、本発明の一は、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜と
密着性を有する濃度の窒素元素を含む導電膜が、前記シリコンと酸素との結合で骨格構造
が構成されている絶縁膜及び半導体領域に接して形成されていることを特徴とする配線基
板である。
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【００２０】
　　また、本発明の一は、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜及
び半導体領域表面に、窒素元素を含む導電層が接して形成され、前記窒素元素を含む導電
層は、流量比が９：１～４：６の希ガスと窒素とをスパッタリングガスとし、チタンをタ
ーゲットとしてスパッタリング法により形成されていることを特徴とする配線基板である
。
【００２１】
　なお、前記窒素元素は、膜厚方向に対して濃度勾配を有してもよい。このとき、前記濃
度勾配は、半導体領域付近において低いことが好ましい。
【００２２】
　また、前記窒素を含む導電層は、窒素元素の濃度の異なる導電層で積層されていてもよ
い。
【００２３】
前記導電層は、チタン、モリブデン、タングステン、又はタンタルである。
【００２４】
　　また、前記シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜及び前記窒素
元素を含む導電層の間に、窒素化合物で形成される層が形成されていても良い。前記窒素
化合物で形成される層は、窒化チタン、窒化モリブデン、窒化タングステン、又は窒化タ
ンタルである。
【００２５】
また、前記窒素元素を含む導電層上に、低抵抗率を有する導電膜及びバリア性を有する導
電層が積層されていてもよい。低抵抗を有する導電層としては、アルミニウム、タングス
テン、銅、金、銀から選ばれた元素、またはこれらの元素を主成分とする合金材料で形成
される導電膜であり、前記バリア性を有する導電層は、チタン、モリブデン、タングステ
ン、タンタルから選ばれた元素、又はこれらの元素で形成される化合物で形成される導電
層が挙げられる。
【００２６】
さらに、前記窒素元素を含む導電層上に、第一のバリア性を有する導電層、低抵抗率を有
する導電層及び第２のバリア性を有する導電層が積層されててもよい。第一のバリア性を
有する導電層は、チタン、モリブデン、タングステン、タンタルから選ばれた元素、又は
これらの元素で形成される化合物で形成される導電層であり、前記低抵抗を有する導電層
は、アルミニウム、タングステン、銅、金、銀から選ばれた元素、またはこれらの元素を
主成分とする合金材料で形成される導電層であり、前記第２のバリア性を有する導電層は
、チタン、モリブデン、タングステン、タンタルから選ばれた元素、又はこれらの元素で
形成される化合物で形成される導電層が挙げられる。
【００２７】
また、前記シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜は、平坦性を有す
る。ここで、前記シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜は、下記構
造式（１）で示される繰り返し単位を有することを特徴とする配線基板。
【化１】

（式中、Ｒ１及びＲ２はそれぞれ独立して、水素原子、ハロゲン、アルキル基、又はフェ
ニル基、を示す。）
【００２８】
　また、前記シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜は塗布法により
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形成されている。
【００２９】
　また、前記シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜は、シロキサン
ポリマーを用いて形成されている。
【００３０】
　また、本発明の一は、半導体領域上にシロキサンポリマーを含有する塗布材料を塗布し
焼成して、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜を形成し、前記シ
リコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜の一部をエッチングして、前記
半導体領域の一部を露出し、前記露出された半導体領域及び前記シリコンと酸素との結合
で骨格構造が構成されている絶縁膜上に、流量比が９：１～４：６の希ガスと窒素とをス
パッタリングガスとしてスパッタリング法により窒素を含む導電膜を形成し、前記窒素を
含む導電膜の一部をエッチングして配線を形成することを特徴とする配線基板の作製方法
である。
【００３１】
　また、本発明の一は、半導体領域上にシロキサンポリマーを含有する塗布材料を塗布し
焼成して、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜を形成し、前記シ
リコンと酸素との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜上に、窒素化合物で形成される
導電膜を成膜し、前記窒素化合物及び前記シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成され
ている絶縁膜の一部をエッチングして、前記半導体領域の一部を露出し、前記露出された
半導体領域及び前記窒素化合物で形成される導電膜上に、流量比が９：１～４：６の希ガ
スと窒素とをスパッタリングガスとしてスパッタリング法により窒素を含む導電膜を形成
し、前記窒素を含む導電膜の一部をエッチングして配線を形成することを特徴とする配線
基板の作製方法である。
【００３２】
　なお、前記窒素を含む導電膜上に低抵抗材料で形成される導電膜及び第１のバリア性を
有する導電膜を成膜したのち、前記窒素を含む導電膜、前記低抵抗で形成される導電膜、
及び前記第１のバリア性を有する導電膜の一部をエッチングして配線を形成してもよい。
【００３３】
　また、前記窒素を含む導電膜上に、第２のバリア性を有する導電膜を形成した後、前記
低抵抗材料で形成される導電膜及び前記第１のバリア性を有する導電膜を成膜し、前記窒
素を含む導電膜、第２のバリア性を有する導電膜、前記低抵抗で形成される導電膜、及び
前記第１のバリア性を有する導電膜の一部をエッチングして配線を形成してもよい。
【００３４】
　また、本発明の一は、上記配線基板を有する半導体装置である。半導体装置の代表例と
しては、液晶表示パネルに代表される電気光学装置や有機発光素子を有する発光表示装置
、またそれらを部品として搭載した電子機器、IC(Integrated Circuit)　、LSI(Large sc
ale Integration)　等が挙げられる。
【００３５】
　　図１５（Ａ）に、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶
縁膜に、金属元素膜、例えばチタン膜を成膜した場合の、絶縁膜とチタン膜との結合の一
部分のモデル図の一つを示す。図１５（Ａ）に示すように、シリコンと酸素の結合の延長
上にチタンが結合される。この場合、シリコンと結合している酸素と、チタンの結合力（
結合a）は弱いため、密着性が低い。
【００３６】
　　一方、図１５（Ｂ）に、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成さ
れる絶縁膜に、窒素元素を含む金属元素膜、例えば窒素を含むチタン膜を成膜した場合の
、絶縁膜と導電膜との結合の一部分のモデル図の一つを示す。図１５（Ｂ）に示すように
、シリコンと窒素が結合し、この結合の延長上にチタンが結合される。シリコンと結合し
ている窒素と、チタンの結合力（結合ｂ）、及び窒素とチタンの結合力（結合ｃ）は強い
ため、密着性が高くなる。
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【発明の効果】
【００３７】
　シリコン及び酸素を含み、平坦性を有する絶縁膜上に７～４４atomic%の窒素元素を含
む導電膜を配線として形成することにより、配線とコンタクト部と接触抵抗を高めずとも
絶縁膜と配線との密着性を向上させることが可能な配線基板を作製することができる。よ
って、歩留まり高く半導体装置を形成することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、本発明は多く
の異なる態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱すること
なくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従っ
て、本発明は本実施形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。例えば、配線と
接触する部材として半導体薄膜を例に挙げて述べているが、これは、半導体薄膜に限らな
い。この代わりに、半導体基板を用いることも可能である。また、半導体素子として、薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いて説明するが、特に限定はされない。例えば、ＭＯＳト
ランジスタ、有機トランジスタ、ダイオード等の半導体素子を同様に用いても良い。
【００３９】
（第１実施形態）
【００４０】
　図１は、本発明の第１実施形態の主要工程を示す断面図である。図１（Ａ）に示すよう
に、基板（図示しない。）上に形成された半導体薄膜１０１上にシリコン（Ｓｉ）と酸素
（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜１０２を形成する。シリコン（Ｓｉ）と酸
素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜の形成方法として塗布法を用いる。
【００４１】
　なお、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜は、塗布
法で形成するため、平坦性が高い。また、有機樹脂で形成される絶縁膜よりも耐熱性が高
い。このため、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜を
高耐熱性平坦化膜と呼ぶ。
【００４２】
　この塗布法による絶縁膜の形成方法は、まず、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合
を有する低分子成分（前駆体）を溶媒に溶解させたワニスと呼ばれる液状原料を基板上に
スピンコート法などにより塗布する。その後、ワニスを基板とともに加熱して溶媒の揮発
（蒸発）と、低分子成分の架橋反応とを進行させることによって、薄膜としての絶縁膜を
得ることができる。また、膜厚は、スピン回転数、回転時間、ワニスの濃度および粘度に
よって制御する。
【００４３】
　絶縁膜の材料としては、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成され
、置換基に少なくとも水素を含む材料が用いられる。または置換基にフッ素、アルキル基
、または芳香族炭化水素のうち少なくとも１種を有する材料を用いる。代表的には、下式
２に示されるシロキサン系ポリマーを用いる。
【００４４】
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【化２】

【００４５】
　シロキサンの構造により、例えば、シリカガラス、アルキルシロキサンポリマー、アル
キルシルセスキオキサンポリマー、水素化シルセスキオキサンポリマー、水素化アルキル
シルセスキオキサンポリマーなどに分類することができる。
【００４６】
　また、絶縁膜の材料としてＳｉ－Ｎ結合を有するポリマー（ポリシラザン）を含む液状
原料を用いてもよい。
【００４７】
　次に、この絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）１０２上にフォトレジスト膜を塗布し、露光及
び現像により所望の形状のフォトレジストマスク１０３を形成して、絶縁膜１０２の一部
をエッチングしてコンタクトホールを形成する。
【００４８】
　次に、図１（Ｂ）に示すように、露出された半導体薄膜及び絶縁膜（高耐熱性平坦化膜
）１０２上に第１の導電膜１０４を形成する。第１の導電膜としては、シリコン（Ｓｉ）
と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成されている絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）と密着性
を有する濃度の窒素元素を含むチタン薄膜で形成することができる。このときの膜厚は、
５～１００ｎｍとする。このときの作製方法は、希ガスと窒素との流量比を９:１～４：
６とするスパッタリング法、またはＣＶＤ法等を用いて形成する。
【００４９】
　なお、希ガスと窒素は、スパッタリング法又はＣＶＤ法における原料用のガスである。
【００５０】
　第１の導電膜に７～４４atomic%窒素が含まれていることにより、半導体薄膜と第１の
導電膜との接触抵抗を下げたまま、シリコンと酸素で骨格構造が構成される絶縁膜（高耐
熱性平坦化膜）と第１の導電膜との密着性を向上させることができる。また、第１の導電
膜として、窒素元素を含むモリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）
薄膜等を用いることができる。
【００５１】
　なお、第１の導電膜は、膜厚方向に対して窒素の濃度勾配を有しても良い。この場合、
半導体薄膜側の窒素濃度が低い方が好ましい。また、第１の導電膜は、窒素元素の濃度の
異なる導電膜を積層してもよい。さらには、積層構造で濃度勾配を有しても良い。
【００５２】
　次に、図１（Ｃ）に示すように、第１の導電膜上に第２の導電膜１０６及び第３の導電
膜１０７をスパッタリング法等の公知の手法により形成する。第２の導電膜としては、低
抵抗を有する材料で形成されており、代表的にはアルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、タ
ングステン（Ｗ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｇ）、銀（Ａｇ）から選ばれた元素、またはこれ
らの元素を主成分とする合金材料で形成することが可能である。また、第２の導電膜の膜
厚は、２００～８００ｎｍである。
【００５３】
　また、第３の導電膜としては、スパッタリング法、ＣＶＤ法等の公知の手法により、第
２の導電膜表面に後に形成される導電膜からの元素拡散を抑制するバリア膜であって、チ
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タン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）から選ばれ
た元素、又はこれらの元素で形成される化合物等で形成することができる。第３の導電膜
の膜厚は、５～１００ｎｍである。
【００５４】
　代表的な、配線の積層構造としては、窒素元素を含むチタン＼アルミニウムーシリコン
合金＼チタン、窒素元素を含むタンタル＼銅＼タンタル、窒素元素を含むタングステン＼
銅＼タングステン、窒素元素を含むモリブデン＼アルミニウムーネオジウム合金＼タンタ
ルが挙げられる。
【００５５】
　このときの積層構造は、半導体薄膜側から積層される順に膜の種類を列挙している。
【００５６】
　なお、配線の積層構造、すなわち第１の導電膜、第２の導電膜、及び第３の導電膜の組
み合わせは、上記以外にも任意に選択することができる。
【００５７】
　次に、図１（Ｄ）に示すように、第３の導電膜上にフォトレジストを塗布し、露光及び
現像を行って所望の形状のフォトレジストマスク（図示しない。）を形成する。この後、
第３の導電膜、第２の導電膜、第１の導電膜を順次エッチングして、配線１０８を形成す
る。
【００５８】
　上記の配線構造は、半導体薄膜と７～４４atomic%の窒素元素を含む導電膜が接してお
り、これらの接触抵抗が低い。また、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造
が構成される絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）と、窒素元素を含む導電膜とが接しているため
これらの密着性が高く、膜はがれが生じにくい。このため、歩留まり高く半導体装置を作
製することができる。
【００５９】
（第２実施形態）
【００６０】
　本実施形態では、第１実施形態とは異なる構造の配線を形成する工程を述べる。本実施
形態では、第１実施形態で示す配線構造において、第１の窒素元素を含む導電膜と第２の
導電膜との間に、バリア膜を有する構造を、図２を用いて示す。
【００６１】
　　図２（Ａ）に示すように、第1実施形態と同様に、半導体薄膜１０１上にシリコン（
Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）１０２
を形成し、その絶縁膜１０２上にフォトレジスト膜を塗布し、露光及び現像により所望の
形状のフォトレジストマスク１０３を形成して、絶縁膜１０２の一部をエッチングしてコ
ンタクトホールを形成する。
【００６２】
　次に、図２（Ｂ）に示すように、露出された半導体薄膜及び絶縁膜（高耐熱性平坦化膜
）１０２上に第１の導電膜１０４を形成する。第１の導電膜としては、第１実施形態と同
様の作製方法により、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成されてい
る絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）と密着性を有する濃度、即ち７～４４atomic%の窒素元素
を含むチタン薄膜、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、又はタンタル（Ｔａ）で
形成することができる。このように、第１の導電膜に窒素が含まれていることにより、半
導体薄膜と第１の導電膜との接触抵抗を下げたまま、シロキサンで形成される絶縁膜（高
耐熱性平坦化膜）と第１の導電膜との密着性を向上させることができる。
【００６３】
　次に、図２（Ｃ）に示すように、第１の導電膜上１０４にバリア膜２０６をスパッタリ
ング法やＣＶＤ法等の公知の手法により形成する。バリア膜としては、導電性を有し、次
に形成される第２の導電膜から第１の導電膜、又は半導体薄膜へ元素が拡散するのを抑制
する膜である。これは、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、タ
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ンタル（Ｔａ）から選ばれた元素、又はこれらの元素で形成される化合物で形成すること
ができる。バリア膜の膜厚は、５～１００ｎｍである。
【００６４】
　次に、バリア膜２０６上に、第２の導電膜１０６及び第３の導電膜１０７を順次形成す
る。第２の導電膜及び第３の導電膜は、第１実施形態と同様の材料で形成することができ
る。
【００６５】
　本実施形態において、代表的な配線の積層構造としては、窒素元素を含むチタン＼窒化
チタン＼アルミニウムーシリコン合金＼チタン、窒素元素を含むタンタル＼窒化タンタル
＼銅＼タンタル、窒素元素を含むタングステン＼窒化タングステン＼銅＼タングステン、
窒素元素を含むモリブデン＼窒化モリブデン＼アルミニウムーネオジウム合金＼タンタル
等が挙げられる。
【００６６】
このときの積層構造は、半導体薄膜側から積層される順に膜の種類を列挙している。
【００６７】
　　なお、配線の積層構造、すなわち第１の導電膜、バリア膜、第２の導電膜、及び第３
の導電膜の組み合わせは、上記以外にも任意に選択することができる。
【００６８】
　次に、図２（Ｄ）に示すように、第３の導電膜上にフォトレジストを塗布し、露光及び
現像を行って所望の形状のフォトレジストマスク（図示しない。）を形成する。この後、
第３の導電膜、第２の導電膜、バリア膜、及び第１の導電膜を順次エッチングして、配線
２０８を形成する。
【００６９】
　上記の配線構造は、半導体薄膜と７～４４atomic%の窒素元素を含む導電膜が接してお
り、これらの接触抵抗が低い。また、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造
が構成される絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）と、窒素元素を含む導電膜とが接しているため
これらの密着性が高く、膜はがれが生じにくい。さらに、第１の導電膜と第２の導電膜の
間にバリア膜が形成されているため、第２の導電膜から第１の導電膜、又は半導体薄膜へ
元素が拡散するのを抑制することができ、ヒロック等の突起物の形成を抑制することがで
きる。
【００７０】
（第３実施形態）
【００７１】
　本実施形態では、第１実施形態及び第２実施形態とは異なる構造の配線を形成する工程
を述べる。
【００７２】
　図３（Ａ）に示すように、第1実施形態と同様に、半導体薄膜１０１上にシリコン（Ｓ
ｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）１０２を
形成し、その上に窒素化合物で形成される膜２０１を形成する。窒素化合物で形成される
膜としては、窒化チタン（ＴｉＮ）、窒化モリブデン（ＭｏＮｘ）、窒化タングステン（
ＷＮｘ）、窒化タンタル（ＴａＮｘ）等で形成することができる。次に、窒素化合物で形
成される膜上にフォトレジストを塗布し、露光及び現像を行って、所望の形状を有するフ
ォトレジストマスク２０２を形成する。
【００７３】
　次に、図３（Ｂ）に示すように、フォトレジストマスク２０２を用いて窒素化合物で形
成される膜２０１及び絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）１０２をエッチングしてコンタクトホ
ールを形成する。
【００７４】
　この後、図３（Ｃ）に示すように、窒素化合物で形成される膜２０１及び露出された半
導体薄膜表面に第１の導電膜２１２、第２の導電膜１０６、第３の導電膜１０７を順次形



(12) JP 4809596 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

成する。第１の導電膜としては、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構
成されている絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）と密着性を有する濃度、即ち、７～４４atomic
%の窒素元素含むチタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、又はタン
タル（Ｔａ）薄膜で形成することができる。第２の導電膜及び第３の導電膜としては、第
１実施形態で示される材料で形成することができる。
【００７５】
　次に、図３（Ｄ）に示すように、第１実施形態と同様にフォトマスク（図示しない。）
を形成して第３の導電膜、第２の導電膜、第１の導電膜、窒素化合物で形成される膜を、
所望の形状に順次エッチングして配線２２１を形成する。
【００７６】
　なお、配線の積層構造、すなわち窒素化合物で形成される膜、第１の導電膜、第２の導
電膜、及び第３の導電膜の組み合わせは、任意に選択することができる。
【００７７】
　なお、本実施形態において、窒素を含む導電膜と低抵抗の導電膜との間に、第２実施形
態で示されるような、導電性を有し、かつ第２の導電膜から第１の導電膜、又は半導体薄
膜へ元素が拡散するのを抑制するバリア膜、代表的には、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（
Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）から選ばれた元素、又はこれらの元素で
形成される化合物で形成される膜を形成しても良い。
【００７８】
　上記の配線構造は、半導体薄膜と７～４４atomic%の窒素元素を含む導電膜が接してお
り、これらの接触抵抗が低い。また、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造
が構成される絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）と、窒素元素を含む導電膜および窒素化合物で
形成される膜とが接しているためこれらの密着性が高く、膜はがれが生じにくい。このた
め、歩留まり高く半導体装置を作製することができる。
【実施例１】
【００７９】
　本実施例では、本発明を適応して形成した窒素元素を含む導電膜の組成比、抵抗率及び
コンタクト抵抗値について述べる。ここでは、窒素元素を含む導電膜の代表例として、窒
素元素を含むチタン膜を挙げる。
【００８０】
　表１及び図１６は、ターゲットをチタンとして、アルゴン及び窒素雰囲気でスパッタリ
ングして形成した窒素元素を含むチタン膜の各元素の組成比をラザフォード後方散乱法（
ＲＢＳ）にて測定した結果を示すものである。
【表１】

【００８１】
　チャンバー内のガスに対する窒素ガスの流量比（ｌN2／(ｌN2＋ｌAr)）が０．１から０
．６、すなわちアルゴンガスと窒素ガスの流量比が９：１～４：６においては、窒素ガス
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の流量が増えるにつれ膜中の窒素元素の組成比が増加する。しかし、窒素ガスの流量比が
０．７、すなわちアルゴンガスと窒素ガスの流量比が３：７以上では、膜中のチタン元素
に対する窒素元素の組成比が一定となる。このときの窒素元素の組成比は、窒化チタン（
チャンバー内のガスを窒素のみとしてスパッタリングし、形成したもの）とほぼ同様であ
る。
【００８２】
　次に、表１に示す窒素元素を含む導電膜と同様条件で形成した膜、それぞれの抵抗率を
表２及び図１７に示す。アルゴンと窒素ガス中の窒素ガスの流量比（ｌN2／(ｌN2＋ｌAr)
）が０．１の条件で作製した導電膜、即ちチタン元素と窒素元素の組成比がそれぞれ９３
atomic%、７atomic%の膜では、抵抗率が１０５μΩｃｍであり、アルゴンと窒素ガス中の
窒素ガスの流量比（ｌN2／(ｌN2＋ｌAr)）が０．４、すなわちアルゴンガスと窒素ガスの
流量比が６：４の条件で作製した導電膜、即ちチタン元素と窒素元素の組成比がそれぞれ
７５atomic%、２５atomic%の膜では、抵抗率が２２５μΩcmである。
【表２】

【００８３】
　次に、表１及び表２で示される窒素を含む導電膜を有する配線と半導体領域とのコンタ
クト抵抗値を測定した結果を表３及び図１８に示す。なお、このときの配線構造は、半導
体領域＼（窒素元素を含む）チタン＼アルミニウムーシリコン合金＼チタンとなっている
。
【表３】

【００８４】
　測定試料としては、アルゴンガスのみを用いて形成したチタン膜、チャンバー内のガス
に対する窒素ガスの流量比（ｌN2／(ｌN2＋ｌAr)）が０．５、即ちアルゴンガスと窒素ガ
スの流量比が５：５の条件で作製した導電膜、即ちチタン元素と窒素元素それぞれの組成
比が６５atomic%と３５atomic%の膜、同様の比が０．６の条件で作製した導電膜、即ちチ
タン元素と窒素元素それぞれの組成比が５６atomic%と４４atomic%の膜、同様の比が０．
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と５４atomic%の膜の４種類を用いる。
【００８５】
　なお、コンタクト抵抗の測定方法には、ケルビンパターン測定法を用いる。これは、コ
ンタクトホールを中心として、電流端子と電圧測定端子が対向して配置され、半導体領域
と導電膜との間に電流Ｉを流し、電圧測定端子間の電圧差Ｖを測定し、この結果からコン
タクト抵抗を求めるものである（伊藤隆司、石川元、中村宏昭著「電子材料シリーズ　Ｖ
ＬＳＩの薄膜技術」、第３刷、丸善株式会社、平成４年１０月１０日、ｐ．２０５－２０
６参照）。
【００８６】
　膜中のチタン元素と窒素元素の組成比が６５atomic%、３５atomic%の膜、及びそれより
も窒素元素の組成比が低い膜では、チタン膜と同様のコンタクト抵抗値であって、半導体
領域と十分なコンタクトを取ることができる。一方、膜中のチタン元素と窒素元素の組成
比が、それぞれ４６atomic%、５４atomic%では、コンタクト抵抗値が高くなっている。こ
のため、半導体領域との十分なコンタクトが取れない。
【００８７】
　以上の結果から、膜中の窒素元素の組成比が７atomic%以上４４atomic%未満の導電膜は
、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜と密着性がよく
、且つ半導体領域と十分なコンタクトをとれる導電膜である。
【００８８】
　また、抵抗率が１００μΩcm以上２５０μΩcm未満 、好ましくは１０５μΩｃｍ以上
２２５μΩcm未満で、且つコンタクト抵抗が１０００Ω以上３０００Ω未満、好ましくは
１６４５Ω以上２２２３Ω未満の窒素元素を含む導電膜は、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ
）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜と密着性がよく、且つ半導体領域と十分なコン
タクトをとれる導電膜である。
【００８９】
　さらには、窒素元素の組成比が７atomic%以上４４atomic%未満であって、抵抗率が１０
０μΩcm以上２５０μΩcm未満 、好ましくは１０５μΩｃｍ以上２２５μΩcm未満で、
コンタクト抵抗が１０００Ω以上３０００Ω未満、好ましくは１６４５Ω以上２２２３Ω
未満の窒素元素を含む導電膜は、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構
成される絶縁膜と密着性がよく、且つ半導体領域と十分なコンタクトをとれる導電膜であ
る。
【００９０】
　本実施例のような導電膜を用いることで、配線とコンタクト部と接触抵抗を高めずとも
絶縁膜と配線との密着性を向上させることが可能な配線基板を作製することができる。よ
って、歩留まり高く半導体装置を形成することが可能である。
【実施例２】
【００９１】
　本実施例では、実施例１で示された窒素元素を含む導電膜の接触抵抗率（比接触抵抗）
を示す。比接触抵抗とは、コンタクト抵抗と面積の積で求められる。
【００９２】
　実施例１で示したコンタクト抵抗を元に、各導電膜の接触抵抗率（比接触抵抗）を表４
及び図１９に示す。なお、実施例１において、コンタクト抵抗を測定したコンタクトホー
ルは、直径３μｍである。
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【表４】

【００９３】
　以上の結果から、膜中の窒素元素の組成比が７atomic%以上４４atomic%未満の導電膜は
、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜と密着性がよく
、且つ半導体領域と十分なコンタクトをとれる導電膜である。
【００９４】
　また、抵抗率が１００μΩcm以上２５０μΩcm未満 、好ましくは１０５μΩｃｍ以上
２２５μΩcm未満で、且つ接触抵抗率（比接触抵抗）が７．１×１０-5Ω・ｃｍ2以上２
．１×１０-4Ω・ｃｍ2未満、好ましくは１．２×１０-4Ω・ｃｍ2以上１．６×１０-4Ω
・ｃｍ2の窒素元素を含む導電膜は、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造
が構成される絶縁膜と密着性がよく、且つ半導体領域と十分なコンタクトをとれる導電膜
である。
【００９５】
　さらには、窒素元素の組成比が７atomic%以上４４atomic%未満であって、抵抗率が１０
０μΩcm以上２５０μΩcm未満 、好ましくは１０５μΩｃｍ以上２２５μΩcm未満で、
接触抵抗率（比接触抵抗）が７．１×１０-5Ω・ｃｍ2以上２．１×１０-4Ω・ｃｍ2未満
、好ましくは１．２×１０-4Ω・ｃｍ2以上１．６×１０-4Ω・ｃｍ2未満の窒素元素を含
む導電膜は、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される絶縁膜と密
着性がよく、且つ半導体領域と十分なコンタクトをとれる導電膜である。
【００９６】
　本実施例のような導電膜を用いることで、配線とコンタクト部と接触抵抗を高めずとも
絶縁膜と配線との密着性を向上させることが可能な配線基板を作製することができる。よ
って、歩留まり高く半導体装置を形成することが可能である。
【実施例３】
【００９７】
　本実施例では、本発明を用いて形成された半導体素子及び該半導体素子を有するアクテ
ィブマトリクス基板の作製工程を、図４、図５を用いて説明する。なお、本実施例におい
て、半導体素子の代表例として、薄膜トランジスタを用いるが、この他、有機薄膜トラン
ジスタ、薄膜ダイオード、光電変換素子、抵抗等も半導体素子として用いることができる
。
【００９８】
　図４（Ａ）に示すように、ガラス基板（第１の基板６０１）上に下地絶縁膜６０２を形
成する。本実施例では、下地絶縁膜を２層構造とし、SiH4、NH3、及びN2Oを反応ガスとし
て成膜される第１の酸化窒化シリコン膜を５０～１００nm、SiH4、及びN2Oを反応ガスと
して成膜される第２の酸化窒化シリコン膜を１００～１５０nmの厚さに積層形成する。な
お、この下地絶縁膜を２層構造とせず、一層構造としてもよい。また、ガラス基板の代わ
りに、石英、金属、プラスチック等を用いることもできる。
【００９９】
　次に、下地絶縁膜上に、プラズマＣＶＤ法や減圧ＣＶＤ法、或いはスパッタリング法等
の公知の手法により非晶質シリコン膜６０３（膜厚５４ｎｍ）を積層形成する。
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【０１００】
　次に特開平８－７８３２９号公報に記載の公知技術によって非晶質シリコン膜６０３を
結晶化する。同公報記載の技術は、非晶質シリコン膜に対して結晶化を助長する金属元素
を選択的に添加し、加熱処理を行うことで添加領域を起点として広がる結晶構造を有する
半導体膜を形成するものである。
【０１０１】
　ここでは、加熱処理を行い、結晶化を行う。この場合、結晶化は半導体の結晶化を助長
する金属元素が接した半導体膜の部分でシリサイドが形成され、それを核として結晶化が
進行する。脱水素化のための熱処理（４５０℃、１時間）の後、結晶化のための熱処理（
５５０℃～６５０℃で４～２４時間）を行う。
【０１０２】
　この後、結晶性シリコン膜中から金属元素のゲッタリングを行い、結晶性シリコン膜中
の金属元素を除去又は濃度を低減する。ゲッタリングの手法としては、結晶シリコン膜の
一部にリン又は希ガス（代表的にはアルゴン）などを添加してゲッタリングサイトを形成
した後、熱処理を行って金属元素を移動させる方法、若しくはリン又は希ガスなどを含有
した非晶質シリコン膜又は結晶質シリコン膜を酸化膜を介して積層し、ゲッタリングサイ
トとして熱処理を行って金属元素をゲッタリングサイトに移動させる方法を用いれば良い
。ゲッタリング後の結晶性シリコン膜の不純物金属元素濃度を１×１０17／ｃｍ3以下（
ＳＩＭＳ（二次イオン質量分析法）の測定限界以下）とすることが好ましく、より好まし
くはＩＣＰ－ＭＳ（誘導結合高周波プラズマ分光質量分析法）により５×１０16／ｃｍ3

以下とすることである。
【０１０３】
　次いで、結晶化率（膜の全体積における結晶成分の割合）を高め、結晶粒内に残される
欠陥を補修するために、結晶性シリコン膜６０５に対してレーザ光を照射することが好ま
しい。（図４（Ｂ））。
【０１０４】
　次に、結晶性シリコン膜を用い、公知の手法によりＴＦＴを形成する。図４（Ｃ）にそ
の図を示す。結晶質シリコン膜を所望の形状にエッチングし、活性領域６１１～６１４を
形成する。次に、シリコン膜の表面をフッ酸を含むエッチャントで洗浄した後、ゲート絶
縁膜６１５となるシリコンを主成分とする絶縁膜を形成する。
【０１０５】
なお、結晶性半導体膜のほかに、微結晶半導体膜を用いて半導体領域を形成することが
できる。
【０１０６】
　微結晶半導体膜とは、非晶質と結晶構造（単結晶、多結晶を含む）の中間的な構造を有
し、自由エネルギー的に安定な第３の状態を有する半導体であって、短距離秩序を持ち格
子歪みを有する結晶質な領域を含んでいる。少なくとも膜中の一部の領域には、０．５～
２０nmの結晶粒を含んでいる。
【０１０７】
微結晶半導体膜は、珪化物気体をグロー放電分解（プラズマＣＶＤ）して形成する。珪化
物気体としては、ＳｉＨ4、Ｓｉ2Ｈ6、ＳｉＨ2Ｃｌ2、ＳｉＨＣｌ3、ＳｉＣｌ4、ＳｉＦ4

などを用いる。また、この珪化物気体をＨ2、又は、Ｈ2とＨｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｎｅから選
ばれた一種または複数種の希ガス元素で希釈しても良い。希釈率は２～１０００倍の範囲
であることが好ましい。このときの、圧力は概略０．１Ｐａ～１３３Ｐａの範囲であり、
電源周波数は１ＭＨｚ～１２０ＭＨｚ、好ましくは１３ＭＨｚ～６０ＭＨｚとする。基板
加熱温度は３００℃以下でよく、好ましくは１００～２５０℃である。膜中の不純物元素
として、酸素、窒素、炭素などの大気成分の不純物は１×１０20cm-1以下とすることが望
ましく、特に、酸素濃度は５×１０19/cm3以下、好ましくは１×１０19/cm3以下とする。
【０１０８】
　また、ゲート絶縁膜として、窒化珪素膜を用いることにより、半導体薄膜及びゲート絶
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縁膜界面を、後に形成される第１の導電膜又は第２の導電膜を形成する際に生じるスパッ
タ衝撃から、守ることが可能である。
【０１０９】
　次いで、ゲート絶縁膜表面を洗浄した後、ゲート電極６１６～６１９を形成する。本実
施例では、ゲート電極は積層構造をしており、ゲート絶縁膜に接する第１導電膜６１６ａ
及び該第１導電膜に接する第２導電膜６１６ｂからなる。第１導電膜は窒化タンタル膜か
らなり、第２の導電膜は、タングステン膜からなる。ただし、ゲート電極の材料は、これ
に限られるものではなく、いずれもタンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔ
ｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ネオ
ジム（Ｎｄ）から選ばれた元素、またはこれらの元素を主成分とする合金材料若しくは化
合物材料で形成してもよい。また、銀―銅―パラジウム合金（ＡｇＰｄＣｕ合金）を用い
てもよい。さらに、本実施例では、ゲート電極を積層構造としたが、これに限られるもの
ではなく単層構造でもさらに多くの積層構造でもよい。
【０１１０】
　なお、ゲート絶縁膜に接する第１導電膜６１６ａを形成する前にＰＥＣＶＤ法により、
Ｎ型を呈するシリコン膜を形成しても良い。この場合、後に形成される第１の導電膜及び
第２の導電膜を形成する際に生じるスパッタ衝撃からゲート絶縁膜を守ることが可能であ
る。なお、このＮ型を呈するシリコン膜は、ゲート電極として用いる。
【０１１１】
　次に、半導体にｎ型を付与する不純物元素（Ｐ、Ａｓ等）及びＰ型を付与する不純物元
素（Ｂ等）、ここではリン及びボロンを適宜添加して、ｎチャネル型ＴＦＴ及びｐチャネ
ル型ＴＦＴのソース領域及びドレイン領域６２０～６２７、及びＬＤＤ領域（Light dope
d drain 領域）６２８～６３１を形成する。ＬＤＤ領域６２８～６３０の一部は、各ゲー
ト電極に覆われているが、ＬＤＤ領域６３１では、各ゲート電極に覆われていない。なお
、ゲート電極及びＬＤＤ領域の形成工程に関しては、特開２００１－３４５４５３号公報
に開示された工程を適応すればよい。
【０１１２】
　次に、添加した不純物元素を活性化するために加熱処理、強光の照射、またはレーザ光
の照射を行う。この工程は、活性化と同時にゲート絶縁膜へのプラズマダメージやゲート
絶縁膜と半導体膜との界面へのプラズマダメージを回復することができる。この後、ゲー
ト電極及びゲート絶縁膜上に第２絶縁膜６３４を形成する。第２の絶縁膜としては、水素
を含有する酸化窒化珪素膜または窒化酸化珪素膜を形成する。
【０１１３】
　次に、図５に示すように第２絶縁膜６３４上に第１の層間絶縁膜６３５を形成する。第
１の層間絶縁膜としては、シロキサン系ポリマーを全面塗布した後、５０～２００℃、１
～１０分間の熱処理によって乾燥させた後、さらに２００～４５０℃、好ましくは３００
～４５０℃、０．１～１２時間、好ましくは１～１２時間の焼成処理を行う。この焼成に
より、１μｍ厚のシリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される第１の
層間絶縁膜（高耐熱性平坦化膜）を全面に成膜する。この工程は、シロキサン系ポリマー
の焼成を行うと共に、第２の絶縁膜６３４中の水素によって、半導体領域を水素化するこ
とが可能であるため、工程数を削減でき、プロセスを簡略化することが可能である。
【０１１４】
　塗布法により形成して第１の層間絶縁膜の平坦性を高めたことにより、ゲート電極や半
導体層に起因する凹凸部をなくし、液晶の配向不良を防止することができる。また、後の
コンタクトホール形成のために第１の層間絶縁膜の膜厚を薄くすることが好ましい。
【０１１５】
　また、第１の層間絶縁膜として、ＣＶＤ法等の公知の手法により形成される無機絶縁膜
又は有機材料樹脂を用いることができる。なお、有機樹脂を用いる場合は、感光性樹脂及
び非感光性樹脂を用いることができる。感光性有機樹脂を用いた場合、フォトリソフラフ
ィ工程による露光処理を行い、感光性有機樹脂をエッチングすると曲率を有する第１の開
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口部を形成することができる。このように曲率を有する開口部を形成することは、後に形
成する電極の被覆率（カバレッジ）が高くなるという効果がある。
【０１１６】
　この後、第１の層間絶縁膜６３５を覆うように、ＣＶＤ法により窒化酸化珪素膜又は酸
化窒化珪素膜を形成しても良い。この膜は、後に形成される導電膜をエッチングするとき
に、エッチングストッパーとして働き、層間絶縁膜のオーバーエッチングを防止すること
ができる。さらにこの上に、スパッタリング法により窒化珪素膜を形成してもよい。この
窒化珪素膜は、アルカリ金属イオンの移動を抑制する働きがあるため、後に形成される画
素電極からのリチウム元素、ナトリウム等の金属イオンが半導体薄膜へ移動するのを抑制
することができる。
【０１１７】
　次に、第１の層間絶縁膜のパターニング及びエッチングを行い、第１の開口部を形成す
る。このエッチング工程で用いるエッチング用ガスに限定はないが、ここではＣＦ4、Ｏ2

、Ｈｅ、Ａｒを用いることが適している。ＣＦ4の流量を３８０ｓｃｃｍ、Ｏ2の流量を２
９０ｓｃｃｍ、Ｈｅの流量を５００ｓｃｃｍ、Ａｒの流量を５００ｓｃｃｍ、ＲＦパワー
を３０００Ｗ、圧力を２５Ｐａとし、ドライエッチングを行う。なお、半導体領域上に残
渣を残すことなくエッチングするためには、１０～２０％程度の割合でエッチング時間を
増加させると良い。１回のエッチングでテーパー形状としてもよいし、複数のエッチング
によってテーパー形状にしてもよい。ここでは、さらにＣＦ4、Ｏ2、Ｈｅを用いて、ＣＦ

4の流量を５５０ｓｃｃｍ、Ｏ2の流量を４５０ｓｃｃｍ、Ｈｅの流量を３５０ｓｃｃｍ、
ＲＦパワーを３０００Ｗ、圧力を２５Ｐａとし、２回目のドライエッチングを行ってテー
パー形状とする。
【０１１８】
　次に、第１の開口部を形成した後、第１の開口部に金属膜を積層し、フォトリソグラフ
ィ工程の後、金属膜をエッチングしてソース電極及びドレイン電極６３７～６４３を形成
する。本実施例では、ターゲットをチタンとし、窒素とアルゴンの流量を１：１としてス
パッタリング法により１００ｎｍ厚の窒素元素を含むチタン膜を形成する。上記のような
窒素元素を含むチタン膜を、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成さ
れる層間絶縁膜上に形成すると、膜はがれしにくく、且つ半導体領域と低抵抗を有する配
線を形成することができる。
【０１１９】
　このとき、チタン膜中の窒素元素の組成比は７atomic%以上４４atomic%未満である。
【０１２０】
　つぎに、窒素元素を含むチタン膜上に、チタンーアルミニウム合金膜＼チタン膜（Ａｌ
－Ｓｉ＼Ｔｉ）をそれぞれ３５０＼１００ｎｍに積層したのち、所望の形状にパターニン
グ及びエッチングして３層で形成されるソース電極ドレイン電極６３７～６４３を形成す
る。その後、第１の電極６４４を形成する。
【０１２１】
　なお、本実施例では、電極６４１を形成した後に第１の電極６４４を形成しているが、
この構造に限られない。例えば、第１の電極となる導電膜を成膜し、第１の電極となるよ
う所望の形状にエッチングし、その後、コンタクトホールを開口し、次に配線となる導電
膜を成膜した後、所望の形状にエッチングして配線を形成しても良い。この場合、配線と
第１の層間絶縁膜との間に第１の電極が形成される。
【０１２２】
　さらには、第１の層間絶縁膜６７０上に配線を形成し、この上に別途層間絶縁膜を形成
し、この層間絶縁膜の一部をエッチングしてコンタクトホールを形成した後、このコンタ
クトホールを介して配線と接続する第１の電極を形成してもよい。この場合、配線が形成
される層と第１の電極との間には、層間絶縁膜が形成されている。
【０１２３】
　以上の様にして、ｎチャネル型ＴＦＴ６４０、６４３及びｐチャネル型６４１、６４２
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を作製することができる。
【０１２４】
　また、ｎチャネル型ＴＦＴ６４０とｐチャネル型ＴＦＴ６４１をＣＭＯＳ回路として駆
動回路６５０に用い、ｐチャネル型ＴＦＴ６４２、ｎチャネル型６４３を画素領域６５１
に用いることにより、駆動回路と画素領域を同一基板上に形成したアクティブマトリクス
基板６７０を得ることができる。
【０１２５】
　なお、本実施例では、ソース電極及びドレイン電極の作製工程として、第１実施形態の
作製工程を用いたが、第２実施形態又は第３実施形態の作製工程を適応することができる
。
【０１２６】
　次に、アクティブマトリクス基板上に発光素子を形成して表示装置を作製する工程を示
す。
【０１２７】
　図６（Ａ）は、図５のアクティブマトリクス基板において、画素領域６５１に形成され
るｐチャネル型ＴＦＴ６４２とその配線６２５に接続される第１の電極６４４１の部分を
拡大した図である。図６（Ａ）において、図４および図５と同様の部分は、同じ符号を用
いて詳細な説明を省略する。
【０１２８】
　６０１は第１の基板、６０１、６０２は絶縁層、６４２はＴＦＴ、６３５は第２の層間
絶縁膜、６４４が第１の電極、３０９は第３の層間絶縁膜、３１０は発光物質を含む層、
３１１は第２の電極、３１２は透明保護層、３１３は第２のシール材、３１４は第２の基
板である。
【０１２９】
　第１の基板６０１上に設けられたＴＦＴ６４２（ｐチャネル型ＴＦＴ）は、発光する発
光物質を含む層３１０に流れる電流を制御する素子であり、６２５はドレイン領域（また
はソース領域）である。また、６４０は第１の電極とドレイン領域（またはソース領域）
とを接続するドレイン電極（またはソース電極）である。また、ドレイン電極６４０と同
じ工程で電源供給線やソース配線などの配線３０７も同時に形成される。ここでは第１電
極とドレイン電極とを別々に形成する例を示したが、同一としてもよい。第１の基板６０
１上には下地絶縁膜（ここでは、下層を窒化絶縁膜、上層を酸化絶縁膜）となる絶縁層６
０２がプラズマＣＶＤ法で形成されており、ゲート電極６１８と活性層との間には、ゲー
ト絶縁膜６１５が設けられている。
【０１３０】
　また、６４４は、第１の電極、即ち、発光素子の陽極（或いは陰極）である。第１の電
極６４４の材料としては、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＳｉXＮY、Ｎｉ、Ｗ、ＷＳｉX、ＷＮX、Ｗ
ＳｉXＮY、ＮｂＮ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｐｔ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｉｎ、またはＭｏから選ばれた元素
、または前記元素を主成分とする合金材料もしくは化合物材料を主成分とする膜またはそ
れらの積層膜を総膜厚１００ｎｍ～８００ｎｍの範囲で用いればよい。ここでは、第１の
電極６４４として窒化チタン膜を用いる。窒化チタン膜を第１の電極６４４として用いる
場合、表面に紫外線照射や塩素ガスを用いたプラズマ処理を行って仕事関数を増大させる
ことが好ましい。
【０１３１】
　また、第１の電極６４４の端部（および配線３０７）を覆う第２の層間絶縁膜３０９（
バンク、隔壁、障壁、土手などと呼ばれる）を有している。絶縁物３０９としては、無機
材料（酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンなど）、感光性または非感光性の
有機材料（ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジストまたはベン
ゾシクロブテン）、またはこれらの積層などを用いることができる。さらには、第１実施
形態で示した、シロキサン系ポリマーを全面塗布し焼成したシリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ
）との結合で骨格構造が構成される膜（高耐熱性平坦化膜）で形成することもできる。こ
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こでは窒化シリコン膜で覆われた感光性の有機樹脂を用いる。例えば、有機樹脂の材料と
してポジ型の感光性アクリルを用いた場合、絶縁物の上端部のみに曲率半径を有する曲面
を持たせることが好ましい。また、絶縁物として、感光性の光によってエッチャントに不
溶解性となるネガ型、或いは光によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいずれも使
用することができる。
【０１３２】
　なお、第１の層間絶縁膜６３５と第２の層間絶縁膜３０９との組み合わせは、無機材料
－無機材料、有機材料－無機材料、無機材料－有機材料、有機材料－有機材料等の組み合
わせを適宜適応することができる。
【０１３３】
　発光物質を含む層３１０は、蒸着法または塗布法を用いて形成する。なお、信頼性を向
上させるため、発光物質を含む層３１０の形成前に真空加熱を行って脱気を行うことが好
ましい。例えば、蒸着法を用いる場合、真空度が５×１０-3Ｔｏｒｒ（０．６６５Ｐａ）
以下、好ましくは１０-4～１０-6Ｐａまで真空排気された成膜室で蒸着を行う。蒸着の際
、予め、抵抗加熱により有機化合物は気化されており、蒸着時にシャッターが開くことに
より基板の方向へ飛散する。気化された有機化合物は、上方に飛散し、メタルマスクに設
けられた開口部を通って基板に蒸着される。
【０１３４】
　発光物質を含む層３１０の材料としては、低分子系、高分子系、もしくはオリゴマーや
デンドリマーに代表される、中分子系の公知の有機化合物を用いることができる。また、
一重項励起により発光（蛍光）する発光材料（シングレット化合物）、または三重項励起
により発光（リン光）する発光材料（トリプレット化合物）を用いることができる。代表
例としては、例えば、Ａｌｑ3、部分的に赤色発光色素であるナイルレッドをドープした
Ａｌｑ3、Ａｌｑ3、ｐ－ＥｔＴＡＺ、ＴＰＤ（芳香族ジアミン）を蒸着法により順次積層
することで白色を得ることができる。
【０１３５】
　発光物質を含む層は、少なくなくとも発光層を有し、発光層と陽極との間に正孔注入層
、又は正孔輸送層を設けても良い。また、発光層と陰極の間に、電子注入層、又は電子輸
送層を設けてもよい。各層の代表的な材料を以下に示す。
【０１３６】
　正孔注入層を形成する正孔注入材料としては、有機化合物であればポルフィリン系の化
合物が有効であり、フタロシアニン（以下、Ｈ2－Ｐｃと示す）、銅フタロシアニン（以
下、Ｃｕ－Ｐｃと示す）等を用いることができる。導電性高分子化合物に化学ドーピング
を施した材料もあり、ポリスチレンスルホン酸（以下、ＰＳＳと示す）をドープしたポリ
エチレンジオキシチオフェン（以下、ＰＥＤＯＴと示す）や、ポリアニリン、ポリビニル
カルバゾール（以下、ＰＶＫと示す）などが挙げられる。また、五酸化バナジウムのよう
な無機半導体の薄膜や、酸化アルミニウム、酸化モリブデンなどの無機絶縁体の超薄膜も
有効である。
【０１３７】
　正孔輸送層を形成する正孔輸送材料としては、芳香族アミン系（すなわち、ベンゼン環
－窒素の結合を有するもの）の化合物が好適である。広く用いられている材料として、例
えば、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－１，１’－ビフ
ェニル－４，４’－ジアミン（略称：ＴＰＤ）や、その誘導体である４，４'－ビス［Ｎ
－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル－アミノ］－ビフェニル（略称：α－ＮＰＤ）などが
ある。また、４，４'，４''－トリス（Ｎ，Ｎ－ジフェニル－アミノ）－トリフェニルア
ミン（略称：ＴＤＡＴＡ）や、４，４'，４''－トリス［Ｎ－（３－メチルフェニル）－
Ｎ－フェニル－アミノ］－トリフェニルアミン（略称：ＭＴＤＡＴＡ）などのスターバー
スト型芳香族アミン化合物が挙げられる。
【０１３８】
　発光層を形成する発光材料としては、具体的には、トリス（８－キノリノラト）アルミ
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ニウム（以下、Ａｌｑ3と示す）、トリス（４－メチル－８－キノリノラト）アルミニウ
ム（以下、Ａｌｍｑ3と示す）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］－キノリナト）ベ
リリウム（以下、ＢｅＢｑ2と示す）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－（４－
ヒドロキシ－ビフェニリル）－アルミニウム（以下、ＢＡｌｑと示す）、ビス［２－（２
－ヒドロキシフェニル）－ベンゾオキサゾラト］亜鉛（以下、Ｚｎ（ＢＯＸ）2と示す）
、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）－ベンゾチアゾラト］亜鉛（以下、Ｚｎ（ＢＴ
Ｚ）2と示す）などの金属錯体の他、各種蛍光色素が有効である。また、三重項発光材料
も可能であり、白金ないしはイリジウムを中心金属とする錯体が主体である。三重項発光
材料としては、トリス（２－フェニルピリジン）イリジウム（以下、Ｉｒ（ｐｐｙ）3と
示す）、２，３，７，８，１２，１３，１７，１８－オクタエチル－２１Ｈ，２３Ｈ－ポ
ルフィリン－白金（以下、ＰｔＯＥＰと示す）などが知られている。
【０１３９】
　電子輸送層を形成する電子輸送材料としては、トリス（８－キノリノラト）アルミニウ
ム（略称：Ａｌｑ3）、トリス（４－メチル－８－キノリノラト）アルミニウム（略称：
Ａｌｍｑ3）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］－キノリナト）ベリリウム（略称：
ＢｅＢｑ2）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－（４－ヒドロキシ－ビフェニリ
ル）－アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）－ベン
ゾオキサゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＯＸ）2）、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニ
ル）－ベンゾチアゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＴＺ）2）などの金属錯体が挙げられる
。さらに、金属錯体以外にも、２－（４－ビフェニリル）－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチル
フェニル）－１，３，４－オキサジアゾール（略称：ＰＢＤ）、１，３－ビス［５－（ｐ
－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル］ベンゼン（
略称：ＯＸＤ－７）などのオキサジアゾール誘導体、３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニ
ル）－４－フェニル－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール（略称：Ｔ
ＡＺ）、３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－（４－エチルフェニル）－５－（
４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール（略称：ｐ－ＥｔＴＡＺ）などのトリア
ゾール誘導体、２，２’，２”－（１，３，５－ベンゼントリイル）トリス［１－フェニ
ル－１Ｈ－ベンズイミダゾール］（略称：ＴＰＢＩ）のようなイミダゾール誘導体、バソ
フェナントロリン（略称：ＢＰｈｅｎ）、バソキュプロイン（略称：ＢＣＰ）などのフェ
ナントロリン誘導体を用いることができる。
【０１４０】
電子注入層に用いることができる電子注入材料としては、上述した電子輸送材料を用いる
ことができる。その他に、ＬｉＦ、ＣｓＦなどのアルカリ金属ハロゲン化物や、ＣａＦ2

のようなアルカリ土類ハロゲン化物、Ｌｉ2Ｏなどのアルカリ金属酸化物のような絶縁体
の超薄膜がよく用いられる。また、リチウムアセチルアセトネート（略称：Ｌｉ（ａｃａ
ｃ）や８－キノリノラト－リチウム（略称：Ｌｉｑ）などのアルカリ金属錯体も有効であ
る。
【０１４１】
　また、３１１は、導電膜からなる第２の電極、即ち、有機発光素子の陰極（或いは陽極
）である。第２の電極３１１の材料としては、ＭｇＡｇ、ＭｇＩｎ、ＡｌＬｉ、ＣａＦ2

、ＣａＮなどの合金、または周期表の１族もしくは２族に属する元素とアルミニウムとを
共蒸着法により形成した透光性を有する膜を用いる。また、遮光性を有する導電膜、代表
例としては、ＬｉやＣｓ等のアルカリ金属、およびＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ等のアルカリ土類金
属、およびこれらを含む合金（Ｍｇ：Ａｇ、Ａｌ：Ｌｉなど）、ＹｂやＥｒ等の希土類金
属元素、アルミニウムを用いて形成する。これらの導電膜は、発光素子の構造によって適
宜採用すればよい。ここでは、第２の電極を通過させて発光させる上面出射型であるので
、１ｎｍ～１０ｎｍのアルミニウム膜、もしくはＬｉを微量に含むアルミニウム膜を用い
る。第２の電極３１１としてＡｌ膜を用いる構成とすると、発光物質を含む層３１０と接
する材料を酸化物以外の材料で形成することが可能となり、発光装置の信頼性を向上させ
ることができる。また、１ｎｍ～１０ｎｍのアルミニウム膜を形成する前に陰極バッファ
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層としてＣａＦ2、ＭｇＦ2、またはＢａＦ2からなる透光性を有する層（膜厚１ｎｍ～５
ｎｍ）を形成してもよい。
【０１４２】
　また、陰極の低抵抗化を図るため、発光領域とならない領域の第２の電極３１１上に補
助電極を設けてもよい。また、陰極形成の際には蒸着による抵抗加熱法を用い、蒸着マス
クを用いて選択的に形成すればよい。
【０１４３】
　発光素子の構造は、種々の発光素子構造、例えば、陽極／正孔注入層／発光層／電子輸
送層／陰極、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極、
陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／正孔ブロッキング層／電子輸送層／陰極、陽極
／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／正孔ブロッキング層／電子輸送層／電子注入層／陰
極等を適宜採用することができる。なお、発光領域の配置、即ち第１の電極の配置として
はストライプ配列、デルタ配列、モザイク配列などを挙げることができる。
【０１４４】
　また、本実施例ではアクティブマトリクス基板において、画素領域６５１に形成される
ｐチャネル型ＴＦＴ６４２とその配線６２５に接続される第１の電極が陽極である構造の
発光素子を示している。図１４（Ａ）にその断面構造を示す。
【０１４５】
　図１４（Ａ）においては、発光物質を含む層１４０３は、第１の電極（陽極）１４０１
上に、正孔注入層１４０４、正孔輸送層１４０５、発光層１４０６、電子輸送層１４０７
、電子注入層１４０８が積層されており、電子注入層１４０８に接して第２の電極（陰極
）１４０２が設けられている。第１の陽極は、アクティブマトリクス基板上に形成された
ｐチャネル型ＴＦＴの配線に接続している。
【０１４６】
　　一方、順積み型発光素子の代わりに、第１の電極がｎチャネル型ＴＦＴの配線に接続
される発光素子を用いることもできる。
【０１４７】
　図１４（Ｂ）においては、発光物質を含む層１４１３は、第１の電極（陰極）１４１１
上に、電子注入層１４１８、電子輸送層１４１７、発光層１４１６、正孔輸送層１４１５
、正孔注入層１４１４が積層されており、正孔注入層１４１４に接して第２の電極（陽極
）１４１２が設けられている。第１の電極（陰極）は、アクティブマトリクス基板上に形
成されたｎチャネル型ＴＦＴの配線と接続している。この構造の発光素子を形成する場合
、画素部におけるＴＦＴは、すべてｎ型となるため、ドーピングの工程数を削減すること
ができる。また、マスク数も削減することができるので、歩留まりを向上させることがで
きる。さらには、ＴＦＴの半導体領域を非晶質半導体膜で形成することもできる。非晶質
半導体膜で形成されたＴＦＴを用いることによって、ＴＦＴのばらつきを抑えることがで
きる。
【０１４８】
　また、３１２は蒸着法により形成する透明保護層であり、金属薄膜からなる第２の電極
３１１を保護する。さらに透明保護層３１２を第２のシール材３１３で覆う。第２の電極
３１１は極薄い金属膜であるため、酸素に触れれば容易に酸化などが発生しやすいく、シ
ール材に含まれる溶剤などと反応して変質する恐れがある。このような金属薄膜からなる
第２の電極３１１を透明保護層３１２、例えばCaF2、MgF2、またはBaF2で覆うことによっ
て、第２の電極３１１と第２のシール材３１３に含まれる溶剤などの成分とが反応するこ
とを防ぐとともに、乾燥剤を使うことなく、酸素や水分を効果的にブロックする。また、
CaF2、MgF2、BaF2は、蒸着法で形成することが可能であり、連続的に陰極と透明な保護層
とを蒸着法で形成することによって、不純物の混入や電極表面が大気に触れることを防ぐ
ことができる。加えて、蒸着法を用いれば、発光物質を含む層へダメージをほとんど与え
ない条件で透明保護層３１２を形成することができる。また、第２の電極３１１の上下に
ＣａＦ2、ＭｇＦ2、またはＢａＦ2からなる透光性を有する層を設けて挟むことによって
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、さらに第２の電極３１１を保護してもよい。
【０１４９】
　また、第１の電極として材料自身に酸素原子のない金属（仕事関数の大きい材料）、例
えば窒化チタン膜を用い、第２の電極として材料自身に酸素原子のない金属（仕事関数の
小さい材料）、例えばアルミニウム薄膜を用い、さらにCaF2、MgF2、BaF2で覆うことによ
って、第１の電極と第２の電極との間の領域を限りなくゼロに近い無酸素状態を維持でき
る。
【０１５０】
　また、第２のシール材３１３は、第２の基板３１４と第１の基板３００とを貼り合せて
いる。第２のシール材３１３としては、透光性を有している材料であれば特に限定されず
、代表的には紫外線硬化または熱硬化のエポキシ樹脂を用いればよい。ここでは屈折率１
．５０、粘度５００ｃｐｓ、ショアＤ硬度９０、テンシル強度３０００ｐｓｉ、Ｔｇ点１
５０℃、体積抵抗１×１０15Ω・ｃｍ、耐電圧４５０Ｖ／milである高耐熱のＵＶエポキ
シ樹脂（エレクトロライト社製：２５００Ｃｌｅａｒ）を用いる。また、第２のシール材
３１３を一対の基板間に充填することによって、全体の透過率を向上させることができる
。
【０１５１】
　また、図６（Ｂ）には、発光領域における積層構造を簡略化したものを示す。図６（Ｂ
）に示す矢印の方向（発光物質を含む層３１０から第２の電極３１１方向；上方）に発光
が放出される。
【０１５２】
　下方に発光し、かつｐチャネル型ＴＦＴが第1の電極に接続される発光素子としては、
第１の電極（陽極）材料として、透明性を有し、且つ、仕事関数の大きい導電膜（ＩＴＯ
（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）、
酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化珪素を含む酸化インジウムスズ等）を用いる。一方、第2の電
極（陰極）には、遮光性を有する導電膜、代表例としては、ＬｉやＣｓ等のアルカリ金属
、およびＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金（Ｍｇ：Ａｇ
、Ａｌ：Ｌｉなど）、ＹｂやＥｒ等の希土類金属元素、アルミニウムを用いて形成する。
【０１５３】
　下方に発光し、かつｎチャネル型ＴＦＴが第1の電極に接続される発光素子としては、
第１の電極（陰極）に、ＭｇＡｇ、ＭｇＩｎ、ＡｌＬｉ、ＣａＦ2、ＣａＮなどの合金、
または周期表の１族もしくは２族に属する元素とアルミニウムとを共蒸着法により形成し
た透光性を有する膜を用いる。一方、第２の電極（陽極）には、ＴｉＮ、ＺｒＮ、Ｔｉ、
Ｗ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｃｒ、Ａｌ等の単層膜の他、窒化チタンとアルミニウムを主成分とする
膜との積層、窒化チタン膜とアルミニウムを主成分とする膜と窒化チタン膜との三層構造
等を用いることができる。
【０１５４】
　また、金属層からなる第１の電極３０８に代えて、図６（Ｃ）に示すように透明導電膜
からなる第１の電極３１８を用いた場合、上面と下面の両方に発光を放出することができ
る。透明導電膜としては、ＩＴＯ（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化
亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化ケイ素を含む酸化インジウム
スズ等を用いればよい。
【０１５５】
　また、下方（発光物質を含む層３１０から第１の電極３１０方向）のみに発光を放出す
る発光装置としてもよい。
【０１５６】
　上方に発光し、かつｐチャネル型ＴＦＴが第1の電極に接続される発光素子は、第１の
電極（陽極）材料として、アルミニウム－シリコン合金、窒化タンタル、タンタル、チタ
ン、タングステン、窒素を含むチタン等で形成される反射性を有する導電膜上に、仕事関
数の大きい導電膜（ＩＴＯ（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合
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金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化珪素を含む酸化インジウムスズ等）
を用いる。一方、第2の電極（陰極）には、１ｎｍ～１０ｎｍのアルミニウム膜、もしく
はＬｉを微量に含むアルミニウム膜を用いる。この場合、膜厚が薄いため、上方に光が出
射される。
【０１５７】
上方に発光し、かつｎチャネル型ＴＦＴが第1の電極に接続される発光素子は、第１の電
極（陰極）に、アルミニウム－シリコン合金、窒化タンタル、タンタル、チタン、タング
ステン、窒素を含むチタン等で形成される反射性を有する導電膜を用いる。一方、第２の
電極（陽極）には、透明性を有し、且つ、仕事関数の大きい導電膜（ＩＴＯ（酸化インジ
ウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛（Ｚ
ｎＯ）、酸化珪素を含む酸化インジウムスズ等）を用いる。
【０１５８】
　次に、下面出射構造の発光装置の一例を図７に示す。
【０１５９】
　図７（Ａ）は、発光装置を示す上面図、図７（Ｂ）は図７（Ａ）をＡ－Ａ’で切断した
断面図である。点線で示された１２０１はソース信号線駆動回路、１２０２は画素部、１
２０３はゲート信号線駆動回路である。また、１２０４は封止基板、１２０５は密閉空間
の間隔を保持するためのギャップ材が含有されているシール材であり、シール材１２０５
で囲まれた内側は、不活性気体（代表的には窒素）で充填されている。シール材１２０５
で囲まれた内側の空間は乾燥剤１２０７によって微量な水分が除去され、十分乾燥してい
る。
【０１６０】
　なお、１２０８はソース信号線駆動回路１２０１及びゲート信号線駆動回路１２０３に
入力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるＦＰＣ（フレキシブル
プリントサーキット）１２０９からビデオ信号やクロック信号を受け取る。
【０１６１】
　次に、断面構造について図７（Ｂ）を用いて説明する。基板１２１０上には駆動回路及
び画素部が形成されているが、ここでは、駆動回路としてソース信号線駆動回路１２０１
と画素部１２０２が示されている。なお、ソース信号線駆動回路１２０１はｎチャネル型
ＴＦＴ１２２３とｐチャネル型ＴＦＴ１２２４とを組み合わせたＣＭＯＳ回路が形成され
る。
【０１６２】
　また、画素部１２０２はスイッチング用ＴＦＴ１２１１と、駆動用ＴＦＴ１２１２とそ
のドレインに電気的に接続された透明な導電膜からなる第１の電極（陽極）１２１３を含
む複数の画素により形成される。
【０１６３】
　また、これらのＴＦＴ１２１１、１２１２、１２２３、１２２４の層間絶縁膜１２２０
としては、シロキサン系ポリマーを用いて塗布法で形成された絶縁膜（シリコン（Ｓｉ）
と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される膜）である。
【０１６４】
　ここでは第１の電極１２１３が接続電極と一部重なるように形成され、第１の電極１２
１３はＴＦＴのドレイン領域と接続電極を介して電気的に接続している構成となっている
。第１の電極１２１３は透明性を有し、且つ、仕事関数の大きい導電膜（ＩＴＯ（酸化イ
ンジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛
（ＺｎＯ）、酸化珪素を含む酸化インジウムスズ等）を用いることが望ましい。
【０１６５】
　酸化珪素を含む酸化インジウムスズは、ベークを行ってもＩＴＯのように結晶化せず、
アモルファス状態のままである。従って、酸化珪素を含む酸化インジウムスズは、ＩＴＯ
よりも平坦性が高く、発光物質を含む層が薄くとも陰極とのショートが生じにくく、発光
素子の陽極として適している。また、屈折率が約１．４６前後である酸化珪素を含ませる
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ことによって陽極となる酸化珪素を含む酸化インジウムスズの屈折率を変化させている。
【０１６６】
　また、第１の電極（陽極）１２１３の両端には絶縁物（バンク、隔壁、障壁、土手など
と呼ばれる）１２１４が形成される。カバレッジを良好なものとするため、絶縁物１２１
４の上端部または下端部に曲率を有する曲面が形成されるようにする。また、絶縁物１２
１４を窒化アルミニウム膜、窒化酸化アルミニウム膜、炭素を主成分とする薄膜、または
窒化珪素膜からなる保護膜で覆ってもよい。
【０１６７】
　また、第１の電極（陽極）１２１３上には、有機化合物材料の蒸着を行い、発光物質を
含む層１２１５を選択的に形成する。
【０１６８】
　また、有機化合物材料の蒸着を行う前に、基板に含まれるガスを除去するために減圧雰
囲気や不活性雰囲気で２００℃～３００℃の加熱処理を行うことが望ましい。
【０１６９】
　本実施例では、発光物質を含む層１２１５の成膜を蒸着装置で行い、均一な膜厚を得る
。さらに、発光物質を含む層１２１５上には第２の電極（陰極）１２１６が形成される。
陰極としては、仕事関数の小さい材料（Ａｌ、Ａｇ、Ｌｉ、Ｃａ、またはこれらの合金Ｍ
ｇＡｇ、ＭｇＩｎ、ＡｌＬｉ、ＣａＦ2、またはＣａＮ）を用いればよい。こうして、第
１の電極（陽極）１２１３、発光物質を含む層１２１５、及び第２の電極（陰極）１２１
６からなる発光素子１２１８が形成される。発光素子１２１８は、図４中に示した矢印方
向に発光する。ここでは発光素子１２１８はＲ、Ｇ、或いはＢの単色発光が得られる発光
素子の一つであり、Ｒ、Ｇ、Ｂの発光が得られる発光物質を含む層をそれぞれ選択的に形
成した３つの発光素子でフルカラーとする。
【０１７０】
　　また、発光物質を含む層を白色発光とし、カラーフィルターを別途設けることでフル
カラー表示しても良い。あるいは、発光物質を含む層を青色発光とし、色変換層などを別
途設けることによってフルカラー表示してもよい。
【０１７１】
　また、発光素子１２１８を封止するために保護積層１２１７を形成する。保護積層は、
第１の無機絶縁膜と、応力緩和膜である第２の無機絶縁膜との積層からなっている。
【０１７２】
　また、発光素子１２１８を封止するために不活性気体雰囲気下でシール材１２０５によ
り封止基板１２０４を貼り合わせる。封止基板１２０４には予めサンドブラスト法などに
よって形成した凹部が形成されており、その凹部に乾燥剤１２０７を貼り付けている。な
お、シール材１２０５としてはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、シール材１
２０５はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。
【０１７３】
　また、本実施例では凹部を有する封止基板１２０４を構成する材料として金属基板、ガ
ラス基板や石英基板の他、ＦＲＰ（Fiberglass-Reinforced Plastics）、ＰＶＦ（ポリビ
ニルフロライド）、マイラー、ポリエステルまたはアクリル等からなるプラスチック基板
を用いることができる。また、内側に乾燥剤を貼りつけた金属缶で封止することも可能で
ある。
【０１７４】
　また、発光素子の信頼性を向上させるために、蒸着を行う前に減圧雰囲気または不活性
雰囲気で２００℃、好ましくは３００℃以上の加熱処理を行うことが望ましく、層間絶縁
膜および隔壁にシロキサン系ポリマーを用いた平坦絶縁膜（シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ
）との結合で骨格構造が構成される平坦絶縁膜）とした場合には、約４５０℃まで加熱す
ることができる。本実施例では２３０℃、１時間の熱処理により基板の脱ガスおよび脱水
処理を行い、信頼性を向上させている。
【０１７５】
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　　また、本発明の発光装置において、画面表示の駆動方法は特に限定されず、例えば、
点順次駆動方法や線順次駆動方法や面順次駆動方法などを用いればよい。代表的には、線
順次駆動方法とし、時分割階調駆動方法や面積階調駆動方法を適宜用いればよい。また、
発光装置のソース線に入力する映像信号は、アナログ信号であってもよいし、デジタル信
号であってもよく、適宜、映像信号に合わせて駆動回路などを設計すればよい。
【０１７６】
　さらに、ビデオ信号がデジタルの発光装置において、画素に入力されるビデオ信号が定
電圧（ＣＶ）のものと、定電流（ＣＣ）のものとがある。ビデオ信号が定電圧のもの（Ｃ
Ｖ）には、発光素子に印加される電圧が一定のもの（ＣＶＣＶ）と、発光素子に印加され
る電流が一定のもの（ＣＶＣＣ）とがある。また、ビデオ信号が定電流のもの（ＣＣ）に
は、発光素子に印加される電圧が一定のもの（ＣＣＣＶ）と、発光素子に印加される電流
が一定のもの（ＣＣＣＣ）とがある。
【実施例４】
【０１７７】
　本実施例では、アモルファスシリコンを活性層とする逆スタガ型ＴＦＴをスイッチング
素子としたアクティブマトリクス型の液晶表示装置の例を、図８に示す。
【０１７８】
　なお、図８（Ａ）は液晶表示装置のモジュールの断面図であり、図８（Ｂ）は、液晶表
示装置の画素部に設けられる画素ＴＦＴの拡大図である。以下、図８（Ａ）及び図８（Ｂ
）を参照しながら説明する。
【０１７９】
　最初に、透光性有する基板８００を用いてアクティブマトリクス基板を作製する。基板
サイズとしては、６００ｍｍ×７２０ｍｍ、６８０ｍｍ×８８０ｍｍ、１０００ｍｍ×１
２００ｍｍ、１１００ｍｍ×１２５０ｍｍ、１１５０ｍｍ×１３００ｍｍ、１５００ｍｍ
×１８００ｍｍ、１８００ｍｍ×２０００ｍｍ、２０００ｍｍ×２１００ｍｍ、２２００
ｍｍ×２６００ｍｍ、または２６００ｍｍ×３１００ｍｍのような大面積基板を用い、製
造コストを削減することが好ましい。用いることのできる基板として、コーニング社の＃
７０５９ガラスや＃１７３７ガラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラスやアルミ
ノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板を用いることができる。更に他の基板として、石英
基板、プラスチック基板などの透光性基板を用いることもできる。
【０１８０】
　まず、スパッタ法を用いて絶縁表面を有する基板８００上に導電層を基板全面に形成し
た後、第１のフォトリソグラフィー工程を行い、レジストマスクを形成し、エッチングに
より不要な部分を除去して配線及び電極（ゲート電極８０８、容量配線、及び端子など）
を形成する。なお、必要があれば、基板８００上に下地絶縁膜８１１を形成する。
【０１８１】
　上記の配線及び電極の材料としては、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｎｄから選ばれた
元素、前記元素を成分とする合金、または前記元素を成分とする窒化物で形成する。さら
に、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｎｄから選ばれた元素、前記元素を成分とする合金、
または前記元素を成分とする窒化物から複数選択し、それを積層することもできる。
【０１８２】
　また、画面サイズが大画面化するとそれぞれの配線の長さが増加して、配線抵抗が高く
なる問題が発生し、消費電力の増大を引き起こす。よって、配線抵抗を下げ、低消費電力
を実現するために、上記の配線及び電極の材料としては、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｒ
、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｐｔまたはこれらの合金を用いることもできる。また、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ
、またはＰｄなどの金属からなる超微粒子（粒径５～１０ｎｍ）を凝集させずに高濃度で
分散した独立分散超微粒子分散液を用い、インクジェット法で上記の配線及び電極を形成
してもよい。
【０１８３】
　次に、ＰＣＶＤ法によりゲート絶縁膜８０９を全面に成膜する。ゲート絶縁膜は窒化シ
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リコン膜と酸化シリコン膜の積層を用い、膜厚を５０～２００ｎｍとし、好ましくは１５
０ｎｍの厚さで形成する。尚、ゲート絶縁膜は積層に限定されるものではなく酸化シリコ
ン膜、窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化タンタル膜などの絶縁膜を用いること
もできる。
【０１８４】
　次に、ゲート絶縁膜上に、５０～２００ｎｍ好ましくは１００～１５０ｎｍの膜厚で第
１の非晶質半導体膜を、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法などの公知の方法で全面に成膜す
る。代表的には非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）膜を１００ｎｍの膜厚で成膜する。なお、大
面積基板に成膜する際、チャンバーも大型化するためチャンバー内を真空にすると処理時
間がかかり、成膜ガスも大量に必要となるため、大気圧で線状のプラズマＣＶＤ装置を用
いて非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）膜の成膜を行ってさらなる低コスト化を図ってもよい。
【０１８５】
　次に、一導電型（ｎ型またはｐ型）の不純物元素を含有する第２の非晶質半導体膜を２
０～８０ｎｍの厚さで成膜する。一導電型（ｎ型またはｐ型）を付与する不純物元素を含
む第２の非晶質半導体膜は、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法などの公知の方法で全面に成
膜する。本実施例ではリンが添加されたシリコンターゲットを用いてｎ型の不純物元素を
含有する第２の非晶質半導体膜を成膜する。
【０１８６】
　次に、第２のフォトリソグラフィー工程によりレジストマスクを形成し、エッチングに
より不要な部分を除去して島状の第１の非晶質半導体膜（a-Si膜）８１２、および島状の
第２の非晶質半導体膜（ｎ+-Si膜）８１３を形成する。この際のエッチング方法としてウ
エットエッチングまたはドライエッチングを用いる。
【０１８７】
　次に、島状の第１の非晶質半導体膜及び第２の非晶質半導体膜を覆う導電層をスパッタ
法で形成した後、第３のフォトリソグラフィー工程を行い、レジストマスクを形成し、エ
ッチングにより不要な部分を除去して配線及び電極（ソース配線、ドレイン電極、保持容
量電極など）を形成する。上記の配線及び電極の材料としては、Ａｌ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、
Ｍｏ、Ｃｒ、Ｎｄ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｐｔから選ばれた元素、また
は前記元素を成分とする合金で形成する。また、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ、またはＰｄなどの金
属からなる超微粒子（粒径５～１０ｎｍ）を凝集させずに高濃度で分散した独立分散超微
粒子分散液を用い、インクジェット法で上記の配線及び電極を形成してもよい。インクジ
ェット法で上記の配線及び電極を形成すれば、フォトリソグラフィー工程が不要となり、
さらなる低コスト化が実現できる。
【０１８８】
次に、第４のフォトリソグラフィー工程によりレジストマスクを形成し、エッチングによ
り不要な部分を除去してソース配線８３１、ドレイン電極８３２、容量電極８３３を形成
する。この際のエッチング方法としてウエットエッチングまたはドライエッチングを用い
る。この段階でゲート絶縁膜と同一材料からなる絶縁膜を誘電体とする容量素子が形成さ
れる。そして、第１のソース配線、第１のドレイン電極をマスクとして自己整合的に第２
の非晶質半導体膜の一部を除去し、さらに第１の非晶質半導体膜の一部を薄膜化すること
でチャネルエッチ型のＴＦＴを形成することができる。薄膜化された領域はＴＦＴのチャ
ネル形成領域となる。
【０１８９】
　なお、本実施例ではＴＦＴ構造は特に限定されず、チャネルストッパー型のＴＦＴ、ト
ップゲート型のＴＦＴ、或いは順スタガ型のＴＦＴとしてもよい。
【０１９０】
　次に、基板上にシロキサン系ポリマーを塗布し焼成して、１μｍ厚の第１の層間絶縁膜
（シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される膜）８１０を形成する
。
【０１９１】
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　次に、第５のフォトリソグラフィー工程を行い、レジストマスクを形成し、エッチング
により第１の層間絶縁膜の一部をエッチング非晶質半導体膜の一部を露出して、コンタク
トホールを形成する。この後、第１実施形態のように、金属膜を積層し、フォトリソグラ
フィ工程の後、金属膜をエッチングして窒素元素を含むチタン膜＼チタンーアルミニウム
合金膜＼チタン膜で形成される第２のソース電極８１５、第２のドレイン電極８１６を形
成する。この際のエッチング方法としてウエットエッチングまたはドライエッチングを用
いる。
【０１９２】
　　次に、第１の層間絶縁膜と同様の材料で第２の層間絶縁膜を形成し、第６のフォトリ
ソグラフィー工程を行い、レジストマスクを形成して、その後ドライエッチング工程によ
り、第２のドレイン電極や容量電極６３３に達するコンタクトホールを形成する。また、
同時にゲート配線と端子部を電気的に接続するためのコンタクトホール（図示しない）を
端子部分に形成し、ゲート配線と端子部を電気的に接続する金属配線（図示しない）を形
成してもよい。また、同時に第２のソース電極に達するコンタクトホール（図示しない）
を形成し、第２のソース電極から引き出すための金属配線を形成してもよい。これらの金
属配線を形成した後にＩＴＯ等の画素電極を形成してもよいし、ＩＴＯ等の画素電極を形
成した後にこれらの金属配線を形成してもよい。
【０１９３】
　次に、ＩＴＯ（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ2

Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等の透明電極膜を１１０ｎｍの厚さで成膜する。そ
の後、第７のフォトリソグラフィー工程とエッチング工程を行うことにより、画素電極８
０１を形成する。
【０１９４】
　以上、画素部においては、６回のフォトリソグラフィー工程により、ソース配線と、逆
スタガ型の画素部のＴＦＴ及び容量素子と、端子部で構成されたアクティブマトリクス基
板を作製することができる。塗布法により形成して第１及び第２の層間絶縁膜の平坦性を
高めたことにより、ゲート電極や半導体層に起因する凹凸部をなくし、液晶の配向不良を
防止することができる。
【０１９５】
　次いで、アクティブマトリクス基板上に配向膜８２３を形成しラビング処理を行う。な
お、本実施例では配向膜８２３を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパター
ニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサ８０２を所望の位置に
形成した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい
。
【０１９６】
　次いで、対向基板を用意する。この対向基板には、着色層、遮光層が各画素に対応して
配置されたカラーフィルタ８２０が設けられている。また、このカラーフィルタと遮光層
とを覆う平坦化膜を設けている。次いで、平坦化膜上に透明導電膜からなる対向電極８２
１を画素部と重なる位置に形成し、対向基板の全面に配向膜８２２を形成し、ラビング処
理を施す。
【０１９７】
　そして、実施の形態１に従って、アクティブマトリクス基板の画素部を囲むようにシー
ル材を描画した後、減圧下でシール材に囲まれた領域にインクジェット法で液晶を吐出す
る。次いで、大気にふれることなく、減圧下でアクティブマトリクス基板と対向基板とを
シール材８０７で貼り合わせる。シール材８０７にはフィラー（図示しない）が混入され
ていて、このフィラーと柱状スペーサ８０２によって均一な間隔を持って２枚の基板が貼
り合わせられる。インクジェット法で液晶を吐出する方法を用いることによって作製プロ
セスで使用する液晶の量を削減することができ、特に、大面積基板を用いる場合に大幅な
コスト低減を実現することができる。
【０１９８】
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　このようにしてアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。そして、必要があれ
ば、アクティブマトリクス基板または対向基板を所望の形状に分断する。さらに、公知の
技術を用いて偏光板８０３等の光学フィルムを適宜設ける。そして、公知の技術を用いて
ＦＰＣを貼りつける。
【０１９９】
　以上の工程によって得られた液晶モジュールに、バックライト８０４、導光板８０５を
設け、カバー８０６で覆えば、図８にその断面図の一部を示したようなアクティブマトリ
クス型液晶表示装置（透過型）が完成する。なお、カバーと液晶モジュールは接着剤や有
機樹脂を用いて固定する。また、透過型であるので偏光板８０３は、アクティブマトリク
ス基板と対向基板の両方に貼り付ける。
【０２００】
　また、本実施例は透過型の例を示したが、特に限定されず、反射型や半透過型の液晶表
示装置も作製することができる。反射型の液晶表示装置を得る場合は、画素電極として光
反射率の高い金属膜、代表的にはアルミニウムまたは銀を主成分とする材料膜、またはそ
れらの積層膜等を用いればよい。
【０２０１】
また、本実施例は、第２実施形態又は第３実施形態と自由に組み合わせることができる。
【実施例５】
【０２０２】
　本実施例では、ゲート絶縁膜をシロキサン系ポリマーを用いて形成したシリコン（Ｓｉ
）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される膜で層間絶縁膜を形成し、多層配線を設
けた例を図９に示す。
【０２０３】
　まず、基板７００上に下地絶縁膜７０１となる無機絶縁膜をＰＣＶＤ法などによって形
成する。次いで結晶構造を有する半導体膜を形成し、パターニングを行う。
【０２０４】
　次いで、シロキサン系ポリマーを用いたシリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格
構造が構成される膜で平坦なゲート絶縁膜７１０を形成する。
【０２０５】
　次いで、ゲート電極７０５を形成し、ゲート電極をマスクとして半導体膜にｎ型または
ｐ型を付与する不純物元素のドーピングを行って低濃度不純物領域７０４ａを形成する。
次いで、後にエッチングストッパー膜となる窒化珪素膜７１１をＰＣＶＤ法で形成する。
次いで、水素化処理または活性化処理を行う。次いで、シロキサン系ポリマーを用いてシ
リコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される膜の成膜を行った後、エッ
チバックを行ってサイドウォールを形成する。
【０２０６】
　次いで、ゲート電極およびサイドウォールをマスクとしてドーピングを行い、高濃度不
純物領域７０４ｂを形成する。次いで、層間絶縁膜７１２となるシロキサン系ポリマーを
用いたシリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される膜を約１μｍの膜
厚で形成する。
【０２０７】
　次いでコンタクトホールを形成する。次に、窒素元素を含む導電膜７０６を成膜する。
ここでは、窒素元素を含むチタン膜を成膜する。次いで、リフローが可能な金属材料膜７
０７を成膜する。ここではアルミニウムを主成分とするＡｌＧｅ膜を形成する。（図９（
Ａ））
【０２０８】
　次いで、３５０℃～４００℃の熱処理を行って金属材料膜をリフローさせて凹凸を緩和
する。ここで、凹凸が緩和された金属膜７０８が形成される。（図９（Ｂ））
【０２０９】
　ゲート絶縁膜７１０及び層間絶縁膜７１２は、シロキサン系ポリマーを用いたシリコン
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（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される膜からなるため耐熱温度が高く、
このリフロー処理の温度に十分耐えることができる。
【０２１０】
　次いで、金属材料膜をパターニングして配線および電極７１６を形成する。この段階で
ＴＦＴが完成する。その後、層間絶縁膜の形成と、コンタクトホールの形成と、金属材料
膜の形成と、リフロー処理とパターニング処理とを同様に繰り返して、第２配線７１７、
第３配線７１８を形成する。（図９（Ｃ））。
【０２１１】
　このように多層配線を可能とすることで、さらなる素子の高集積化が可能である。なお
、本実施例では、配線の作製工程として、第１実施形態の作製工程を用いたが、第２実施
形態又は第３実施形態の作製工程を適応することができる。
【実施例６】
【０２１２】
　本実施例では、本発明を用いて、半導体基板を用いて半導体素子を作製する工程を、図
１０を用いて説明する。なお、前記半導体基板は、単結晶シリコン基板または化合物半導
体基板であり、代表的には、Ｎ型またはＰ型の単結晶シリコン基板、ＧａＡｓ基板、Ｉｎ
Ｐ基板、ＧａＮ基板、ＳｉＣ基板、サファイヤ基板、又はＺｎＳｅ基板である。
【０２１３】
　図１０（Ａ）に示すように、例えば単結晶シリコンからなるｐ型の半導体基板９０１を
用意し、その半導体基板にｐ型のウエル９０２とｎ型のウエル９０３を形成した後、半導
体基板９０１の表面の選択的な領域を熱酸化してＬＯＣＯＳ（Local Oxidation of Silic
on）構造の酸化シリコン膜からなる阻止分離用のフィールド絶縁膜９０４を形成する。
【０２１４】
　次に、半導体基板９０１の表面を熱酸化して５０ｎｍ程度以下の薄膜の酸化シリコン膜
（ゲート絶縁膜）９０５を形成し、この酸化シリコン膜９０５の上に、ＣＶＤ法を用いて
３００ｎｍ程度の膜厚の多結晶シリコン膜を堆積する。
【０２１５】
　次に、半導体基板９０１の上に、レジストを塗布した後、フォトマスクを用いて露光及
び現像を行ってゲート電極形状のレジストマスクを形成する。
【０２１６】
　次に、レジストマスクを用いて、ドライエッチングにより多結晶シリコン膜をエッチン
グしてゲート電極３０６を形成する。なお、多結晶シリコン膜は、ゲート絶縁膜の酸化シ
リコン膜よりもエッチングレートが高いため、選択的に多結晶シリコン膜のみをエッチン
グすることができる。
【０２１７】
　次に、半導体基板９０１上にＣＶＤ法により酸化シリコン膜を堆積した後、この酸化シ
リコン膜をＲＩＥ法、ＥＣＲ法によりエッチングして酸化シリコン膜で形成されるサイド
ウォール９０７、９０８を形成する。
【０２１８】
　次に、半導体基板９０１の上のｐ型ウエル９０２に、例えばリンなどのｎ型の不純物元
素をイオン注入してソース及びドレインとなるｎ型半導体領域９０９を形成する。また、
半導体基板１のｎ型ウエル３に、例えばホウ素などのｐ型の不純物をイオン注入して、ソ
ース及びドレインとなるｐ型の半導体領域９１０を形成する。
【０２１９】
　次に、図９（Ｂ）に示すように、ソース及びドレインとなるｎ型の半導体領域９０９及
びｐ型の半導体領域９１０の上に形成されている酸化シリコン膜９０５を除去し、ゲート
絶縁膜９１１を形成する。
【０２２０】
　次に、半導体基板９０１上にシロキサン系ポリマーを塗布し、焼成してシリコン（Ｓｉ
）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される層間絶縁層９１２を形成する。
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【０２２１】
　次に、図１０（Ｃ）に示すように、レジストを塗布した後、フォトマスクを用いて露光
及び現像を行ってコンタクトホール形状のレジストマスクを形成し、これをマスクとして
層間絶縁膜をエッチングする。
【０２２２】
　次に、第１実施形態で示される配線形成工程により、金属膜をエッチングして窒素元素
を含むチタン膜＼チタンーアルミニウム合金膜＼チタン膜で形成される各素子のソース電
極及びドレイン電極９１３ａ、９１３ｂ、９１４ａ、９１４ｂを形成する。なお、本実施
例では、ソース電極及びドレイン電極の作製工程として、第１実施形態の作製工程を用い
たが、第２実施形態２又は第３実施形態の作製工程を適応することができる。
【０２２３】
　　以上の工程により、ＭＯＳＦＥＴを作製することができる。本実施の形態により作製
されるＭＯＳＦＥＴは、層間絶縁膜にシロキサン系ポリマーを用いたシリコン（Ｓｉ）と
酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される膜を用いたため耐熱温度が高く、高温処理を
することが可能となる。また、層間絶縁膜と、窒素元素を含む導電膜とが接しているため
これらの密着性が高く、膜はがれが生じにくい。このため、歩留まり高く半導体装置を作
製することができる。
【実施例７】
【０２２４】
　ここでは、絶縁表面を有する基板（代表的にはガラス基板、プラスチック基板）上に上
記最良の形態や実施例４で得られるＴＦＴおよび回路を用い、ＣＰＵやメモリーを形成す
る例を図１１を用いて説明する。
【０２２５】
　１００１は中央処理部（ＣＰＵとも呼ばれる）、１００２は制御部、１００３は演算部
、１００４は記憶部（メモリーとも呼ばれる）、１００５は入力部、１００６は出力部（
表示部など）である。
【０２２６】
演算部１００３と制御部１００２とを合わせたものが、中央処理部１００１であり、演算
部１００３は、加算、減算の算術演算やＡＮＤ、ＯＲ、ＮＯＴなどの論理演算を行う算術
論理演算部（arithmetic logic unit，ＡＬＵ）、演算のデータや結果を一時格納する種
々のレジスタ、入力される１の個数を数え上げるカウンタなどから成り立っている。演算
部１００３を構成する回路、例えば、ＡＮＤ回路、ＯＲ回路、ＮＯＴ回路、バッファ回路
、またはレジスタ回路などはＴＦＴで構成することができ、高い電界効果移動度を得るた
め、連続発振型のレーザー光を用いて結晶化を行った半導体膜をＴＦＴの活性層として作
製すればよい。アモルファスシリコン膜に連続発振型のレーザー光を照射してポリシリコ
ン膜を得る方法を用いてもよいし、アモルファスシリコン膜を加熱してポリシリコン膜を
得た後に連続発振型のレーザー光を照射してポリシリコン膜を得る方法を用いてもよいし
、アモルファスシリコン膜に触媒となる金属元素を添加した後、加熱してポリシリコン膜
を得た後に連続発振型のレーザー光を照射してポリシリコン膜を得る方法を用いてもよい
。本実施例において、演算部１００３を構成するＴＦＴのチャネル長方向とレーザービー
ムの走査方向とを揃える。また、ドーピングの際、演算部１００３を構成するＴＦＴのチ
ャネル長方向と基板の傾け方向とを合わせる。
【０２２７】
　また、制御部１００２は記憶部１００４に格納された命令を実行して、全体の動作を制
御する役割を担っている。制御部１００２はプログラムカウンタ、命令レジスタ、制御信
号生成部からなる。また、制御部１００２もＴＦＴで構成することができ、連続発振型の
レーザー光を用いて結晶化を行った半導体膜をＴＦＴの活性層として作製すればよい。本
実施例において、制御部１００２を構成するＴＦＴのチャネル長方向とレーザービームの
走査方向とを揃える。また、ドーピングの際、制御部１００２を構成するＴＦＴのチャネ
ル長方向と基板の傾け方向とを合わせる。
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【０２２８】
　また、記憶部１００４は、計算を行うためのデータと命令を格納する場所であり、ＣＰ
Ｕで頻繁に実行されるデータやプログラムが格納されている。記憶部１００４は、主メモ
リ、アドレスレジスタ、データレジスタからなる。さらに主メモリに加えてキャッシュメ
モリを用いてもよい。これらのメモリは、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ、フラッシュメモリなどで
形成すればよい。また、記憶部１００４もＴＦＴで構成する場合には、連続発振型のレー
ザー光を用いて結晶化を行った半導体膜をＴＦＴの活性層として作製することができる。
本実施例において、記憶部１００４を構成するＴＦＴのチャネル長方向とレーザービーム
の走査方向とを揃えることが好ましい。
【０２２９】
　また、入力部１００５は外部からデータやプログラムを取り込む装置である。また、出
力部１００６は結果を表示するための装置、代表的には表示装置である。
【０２３０】
ＴＦＴのチャネル長方向とレーザービームの走査方向を揃えることによってバラツキの少
ないＣＰＵを絶縁基板上に作り込むことができる。また、同一基板上にＣＰＵと表示部と
を作り込むことができる。表示部においても各画素に配置される複数のＴＦＴのチャネル
長方向とレーザービームの走査方向を揃えることが好ましい。
【０２３１】
　また、回路設計や作製工程が複雑になるが、同一基板上にＣＰＵと表示部とメモリとを
作り込むこともできる。
【０２３２】
　また、本実施例は、最良の形態または実施例４と自由に組み合わせることができる。
【実施例８】
【０２３３】
　本実施例では、絶縁表面を有する基板上に、画素部、画素を駆動する駆動回路、及び画
像処理回路とを少なくとも形成した半導体装置の構成例と、消費電力を削減する動作方法
について説明する。
【０２３４】
　図１２に示すのはガラス基板上に形成された表示部を有するシステムの一例であって、
ガラス基板上には、画素部１３０１、ソース線駆動回路１３０２、ゲート線駆動回路１３
０３、機能の異なる３つの画像処理回路１３０４～１３０６、メモリ１３０７、インター
フェース回路１３０８、電源供給タイミング制御回路１３０９が設けられている。本半導
体装置は、液晶表示装置であっても、ＥＬ材料を用いた発光表示装置であっても構わない
。
【０２３５】
　図１２に示したブロック図において、画素部１３０１は画像を表示する部分であり、ソ
ース線駆動回路１３０２、及びゲート線駆動回路１３０３は、画素を駆動する駆動回路で
ある。画像データはソース線駆動回路１３０２に入力される。また、インターフェース回
路１３０８は外部から画像データ、あるいは画像の基となるデータを入力し、適切な内部
信号に変換した後、ソース線駆動回路１３０２、画像処理回路１３０４～１３０６、もし
くはメモリ１３０７に出力する。
【０２３６】
　本半導体装置の機能として、３つの画像処理回路１３０４～１３０６とメモリ１３０７
を用いた様々な画像処理を行う半導体装置を考えることができる。例えば、これらの画像
処理回路の１つもしくは複数を用いることによって、画像の歪み補正、リサイズ、モザイ
ク処理、スクロール、反転といった画像変換や、マルチウィンドウ処理、メモリ１３０７
を用いた画像生成、及びこれらの複合処理等を考えることができる。
【０２３７】
　これに対応して、様々な動作モードが考えられ、本構成の半導体装置においては、画像
処理回路１３０４～１３０６が有するレジスタ及びラッチ回路に、不揮発性を有するラッ
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チ回路を適用することが有効である。つまり、不揮発性を有するラッチ回路によって、画
像処理回路１３０４～１３０６の論理状態が復元可能である構成が有効である。こうする
ことにより、画像処理回路１３０４～１３０６の動作状態を保持したまま電源を遮断する
ことが可能となり、使用しない画像処理回路の電源を遮断することが可能となる。その結
果、消費電力の削減が可能となる。
【０２３８】
　また、待機時においても、システムの状態を保持したままで、電源供給を止めることが
できるため、待機時と動作時の高速な移行と、待機時の消費電力の削減を同時に実現する
ことが可能となる。
【０２３９】
　動作モードの切り替え制御は、電源供給タイミング制御回路１３０９によって行う。具
体的には、動作モードに対応して、モードの切り替え前後に、使用しない画像処理回路に
対して格納手続と復元手続を行えばよい。
【０２４０】
　なお、本実施例では、画像処理回路１３０４～１３０６全体を復元可能な場合を説明し
たが、必ずしもこれに限定されない。画像処理回路１３０４～１３０６を構成する一部の
回路（例えば回路Ｃとする）の論理状態を復元可能とする構成であっても構わない。その
場合、回路Ｃを使用する時のみに回路Ｃに電源を供給することが可能となり、消費電力の
削減が可能となる。
【０２４１】
　なお、不揮発性を有するラッチ回路を、インターフェース回路、あるいはソース線駆動
回路、ゲート線駆動回路に対して適用することも可能である。その結果、それぞれの論理
回路が動作しない時には、その論理回路の電源を遮断することで消費電力を削減すること
が可能となる。
【０２４２】
　本実施例における様々な回路（画素部１３０１、ソース線駆動回路１３０２、ゲート線
駆動回路１３０３、機能の異なる３つの画像処理回路１３０４～１３０６、メモリ１３０
７、インターフェース回路１３０８、電源供給タイミング制御回路１３０９）は、実施例
４に従って得られる高速動作可能なＴＦＴで作製することができる。
【０２４３】
　なお、本実施例は、最良の形態、実施例１乃至４のいずれの構成とも自由に組み合わせ
ることが可能である。
【実施例９】
【０２４４】
　本発明を実施して得た半導体素子を組み込むことによって様々な電子機器を作製するこ
とができる。電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレ
イ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオー
ディオ、オーディオコンポ等）、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情
報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等）、記録媒
体を備えた画像再生装置（具体的にはDigital Versatile Disc（ＤＶＤ）等の記録媒体を
再生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた装置）などが挙げられる。それらの
電子機器の具体例を図９に示す。
【０２４５】
　図１３（Ａ）はテレビであり、筐体２００１、支持台２００２、表示部２００３、スピ
ーカー部２００４、ビデオ入力端子２００５等を含む。本発明は表示部２００３に適用す
ることができる。なお、パソコン用、ＴＶ放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示
用のテレビが含まれる。
【０２４６】
　図１３（Ｂ）はデジタルカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、受像部２１０
３、操作キー２１０４、外部接続ポート２１０５、シャッター２１０６等を含む。本発明
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は、表示部２１０２に適用することができる。
【０２４７】
　図１３（Ｃ）はノート型パーソナルコンピュータであり、本体２２０１、筐体２２０２
、表示部２２０３、キーボード２２０４、外部接続ポート２２０５、ポインティングマウ
ス２２０６等を含む。本発明は、表示部２２０３に適用することができる。
【０２４８】
　図１３（Ｄ）はモバイルコンピュータであり、本体２３０１、表示部２３０２、スイッ
チ２３０３、操作キー２３０４、赤外線ポート２３０５等を含む。本発明は、表示部２３
０２に適用することができる。
【０２４９】
　図１３（Ｅ）は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的にはＤＶＤ再生装置）
であり、本体２４０１、筐体２４０２、表示部Ａ２４０３、表示部Ｂ２４０４、記録媒体
（ＤＶＤ等）読み込み部２４０５、操作キー２４０６、スピーカー部２４０７等を含む。
表示部Ａ２４０３は主として画像情報を表示し、表示部Ｂ２４０４は主として文字情報を
表示するが、本発明は表示部Ａ、Ｂ２４０３、２４０４に適用することができる。なお、
記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。
【０２５０】
　図１３（Ｆ）はゲーム機器であり、本体２５０１、表示部２５０５、操作スイッチ２５
０４等を含む。
【０２５１】
　図１３（Ｇ）はビデオカメラであり、本体２６０１、表示部２６０２、筐体２６０３、
外部接続ポート２６０４、リモコン受信部２６０５、受像部２６０６、バッテリー２６０
７、音声入力部２６０８、操作キー２６０９等を含む。本発明は、表示部２６０２に適用
することができる。
【０２５２】
　図１３（Ｈ）は携帯電話であり、本体２７０１、筐体２７０２、表示部２７０３、音声
入力部２７０４、音声出力部２７０５、操作キー２７０６、外部接続ポート２７０７、ア
ンテナ２７０８等を含む。本発明は、表示部２７０３に適用することができる。なお、表
示部２７０３は黒色の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消費電流を抑えるこ
とができる。
【０２５３】
　以上の様に、本発明を実施して得た表示装置は、あらゆる電子機器の表示部として用い
ても良い。なお、本実施の形態の電子機器には、最良の形態、実施例１乃至７のいずれの
構成を用いて作製された半導体装置を用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【０２５４】
【図１】本発明に係る配線の作製工程を説明する断面図。
【図２】本発明に係る配線の作製工程を説明する断面図。
【図３】本発明に係る配線の作製工程を説明する断面図。
【図４】本発明に係るアクティブマトリクス基板の作製工程を説明する断面図
【図５】本発明に係るアクティブマトリクス基板の作製工程を説明する斜視図。
【図６】本発明に係る発光装置の発光領域の構造を説明する斜視図。
【図７】本発明に係るの発光装置の構造を説明する断面図
【図８】本発明に係る液晶表示装置の構造を説明する斜視図。
【図９】本発明に係る多層配線の作製工程を説明する断面図。
【図１０】本発明に係る半導体装置の作製工程を説明する斜視図。
【図１１】ＣＰＵのブロック図を示す図。
【図１２】表示部を有するシステムブロック図を示す図。
【図１３】電子機器の一例を示す図。
【図１４】発光素子の断面構造を示す図。
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【図１５】絶縁膜と配線との結合を示すモデル図。
【図１６】窒素を含む導電膜の組成比を示す図。
【図１７】窒素を含む導電膜の導電率を示す図。
【図１８】窒素を含む導電膜のコンタクト抵抗値を示す図。
【図１９】窒素を含む導電膜の接触抵抗率を示す図。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】
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